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笠岡市民憲章

笠岡市は，ゆたかな伝統と美しい自然に恵まれた希望のまちです。

わたくしたちは，笠岡市民であることに誇りと責任を持ち，この憲

章を心のささえとして日常の生活にし、かし，明るく，住みよいまちづ

くりを進めます。

1 自然を守り、株と花とを育てましょう O

1 親切をつくし、礼儀を正しくしましょう。

1 こどもと老人のしあわせをはかりましょう。

1 元気ではたらくよろこびに生きましょう O

1 教養を深め、文化の向上につとめましょう。

〔昭和47年 4月 1日告 示 1
平成 14年 4月 1日改正告示J



はじめに

人権とは，全ての人が人間らしく生きるために生まれながらにもっている権利

です。一人一人が夢や希望をかなえるため，また，一人一人が尊重され，互い

に支え合って生きていくための土台となるものであり，会ての人が安心して，

元気に暮らしていくためには欠かすことのできないものだと考えています。

今tlt;y，ヨの始まりは，人権に関しての法律が次々に成立するなど，一種の荷揚

J惑を持ってスタートしました。そして，国際的にも悶や地方自治体においても

様々な取組が行われてきたところです。

笠岡市においても平成 14年には「笠|司市人権尊重の都市づくり条例Jを施

行し，その条例に基づき，平成 16年 3月に「人権施策基本方針j を策定し，

具体的な行政の焔策に人権尊重の理念を反映させてきたところです。

しかし，この間，人口の減少や少子高齢化の進行，長引く不況と地方経済の

疲弊，格差の拡大と非正規雇用の増加，環境に関する意識の高まり，災害の大

規模化と局所的被害の増加，悶際問の摩擦の増加などを背景に社会の閉寒感や

社会構造の複雑化を招き，人権課題もそれに呼応するように複雑化・深刻化し，

新たな課題すら生じるようになりました。

そのような状況に対応し，個々の問題への理解を深め，被害を防止し，相談

や支援の体制を充実していくため，人権に関する有識者ー等からなる笠岡市人権

施策推進委員会の意見も踏まえて「人権施策基本方針」を改訂しました。

笠岡市は，今後，人権施策慕木方針を行政の指針として進めていきます。し

かし，人権問題の解決には行政のみでの対応はおのずと限界があります。市民

の皆機との広範な協力のもとに成し遂げてし、かなくてはなりません。改訂され

た人権施策基本方針をもとに笠岡市の行政と市民の皆様の協働により，全ての

iri民の人権が大切にされ，一人一人が生きる喜びを災感できる人権尊重の社会

が一日も早く実現することを願ってやみません。

平成 26年 3月

ぎを間市長三島紀冗
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第 1章 基本方針改訂にあたって

1 基本方針改訂の趣旨

笠岡市は平成8年に「笠間市人権尊重の都市賞言Jを行い，平成 14年3月

に「笠岡市人権尊重の都市づくり条伊IlJを制定し平成何年3月に「笠岡市

人権施策基本方針jを策定し人権問題の解決に向けて様々な取組を実施して

きました。

また，笠岡市の慕本計闘である「総合計画」においても，人権尊重のまちづ

くりを重要施策として位置づけ，差別のない人権が尊重されるまちづくりを進

めてきたところです。

しかしながら，平成22年7月に実施した笠岡市市民意識調査における「人

権に関するアンケートjの結果をみると，私たちの周りでは，まだまだ数多く

の人権問題が存夜しています。

また，歯肉においても人権侵害は増加しており，社会情勢の変化に合わせて

複雑化・多様化してきています。特に配偶者等からの暴力，子どもや高齢者に

対する虐待，いじめ，体罰等が喫緊の課題となっており，インターネット上で

の人権侵害も引き続き起こっているなど，更なる対応が求められています。ま

た，犯罪被害者等の新たな人権問題も存在します。

このため，笈間市人権施策推進委員会からの意見も踏まえ，これまでの成果

や課題，法令・帝IJ度の制定等の状況の変化にも対応した「笠岡市人権施策基本

方針Jに改訂し，今後の施策の推進を図るものです。

2 人権をめぐる冨肉外の状況

20 世紀に入って起こった 2度の世界大戦は，世界中を巻き込み，膨大な損

失と犠牲をもたらしました。その反省から「すべての人聞は，生まれながらに

して自由であり，かつ，尊厳と権利について平等であるJとした「世界人権宣
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言」が昭和 23(1948)年の国連総会で採択されました。そしてこの宣言を実現

するため，毘遼を中心に様々な取組が行われてきました。しかし世界各地で

の紛争や内戦は絶えることがなく v 自然災害などによる飢餓や難民の問題でか

えって人権問題がクローズアップされ，世界的に人権問題への関心が高まりま

した。そこで平成 6 (1994)年，国連では人権教育陪啓発の取組のE重要性から

「人権教育のための函連 10年Jを決議し各国に取組を求め，また，その終了

後も r人権教育のための世界計画」に基づき取組を続けています。

我が国においてはf 隠本国憲法に毘民主権，平和主義とともに基本的人権の

尊重は3大原則として髄われており，保障されています。それにもかかわらず，

基本的人権に関わる様々な問題が発生しています。そのため，同和対策に関す

る一連の特別措置法，障害者基本法，高齢社会対策基本法，男女共同参画社会

基本法等の各種法律が制定され，取組が進められてきたところです。

さらに社会情勢の変化に伴い，新たな人権問題に対応して，児童虐待防止法，

D Vs.止法，犯罪被害者等基本法，高齢者虐待防止法，青少年インターネット

爆境整備法等の諸法令が整備されf 取組が進められています。

岡山県においては，臨，地方公共団体や国民の責務を明らかにした，人権教

育・啓発推進法の施行を受け r岡山県人権施策推進指針」が平成 13年に策定

され，平成 18年には「第 2次」指針が策定され，平成 23年には「第3次J指

針が策定されるなど取絡が進められています。

笠岡市では，箇，県のこのような状況を踏まえ，平成8年に「人権尊重の都

市宣言Jを行い，平成 14年!こは「笠岡市人権尊重の都市づくり条例」を施行し

ました。また，条例を具体的に市行政に反映し人権全般を視野に入れた総合

的な施策を推進するために「人権施策基本方針」を平成 16年に策定しました。

その基本方針を基に，庁内各課に人権・男女共同担当職員，副市長をトップと

する庁内横断的な人権施策推進チーム，またf 外部有識者等で構成する人権施

策推進委員会という体制で，行政絡策の検証と推進を闘ってきました。

しかし，基本方針策定後も社会情勢の変化に伴い，新たな人権課題が生じて

きました。そのような状況に対応し会ての市民の人権が大切にされ，一人一

人が生きる喜びを実感できる人権尊重の社会を実現するために「笠岡市人権施

策基本方針Jを改訂します。
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第2章基本方針の基本的考え方

1 基本方針の位置づけ

「笠間市人権尊重の都市づくり条例Jでは第4条において，人権施策を総合

的かっ計画的に推進するため，人権施策基本方針を定めることとし，その基本

方針に掲げるべき内容を，

(1)人権尊重の基本理念

(2 )人権に関する意識の高揚に関すること。

(3 )女性，子ども，高齢者，障害者，同和問題，在住外国人，患者等の人

権に関する問題についての施策に関すること。

(4 )前各号に掲げるもののほか，人権施策を推進するために必要な事項

としています。

この基本方針は r笠岡市人権尊薫の都市づくり条例」を基本に，各種施策

を人権の視点から体系づけることにより，総策の推進にあたっての現状・課題

及び方向性を明らかにし総合的な展開を図るために作成したものです。人権

を取り巻く環境の変化により改訂をしますが，今後も笈岡市人権施策推進委員

会の意見等を踏まえながら随時見直しを図以充実した内容としていきます。

2 人権尊重の基本理念

人権とは，全ての人が人間らしく生きるために生まれながらにしてもってい

る権利です。全ての人の夢や希望をかなえるための基本となる権利で，個人が

倒人として尊重されるだけでなく，他の人と自分の濃いを認め合い，互いに尊

重し助け合って生きるための権利で，あらゆる場面で尊重されるべきもので

す。

この方針の基本理念は，市民一人一人が，自分の人権だけでなく，他の人の

人権についても正しく理解し互いの人権を尊重し合うこと，すなわち，人権

3 



共存の考え方にあります。全ての個人が自立した存在として，権利の行使に伴

う責任を自覚し他の人の人権と共存を劉っていくことが重姿です。そのよう

にすることで全ての市民の人権が大切にされ，一人一人が生き生きと生活でき

る社会が実現できると考えます。

笠凋市は，誰からも差別や偏見，暴力を受けることなく安心して安全に生活

でき，性別，年齢，国籍や障がいの有無にかかわらず，個性や能力が発揮でき

る心豊かな人権尊重の社会の実現を市民との協働により目指します。
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第 3章人権施策の推進

1 人権施策の進め方

人権尊重の社会を実現するためにはf 全ての人々が，自他の人権を尊重し合

い，支え合いながら，共に生きていこうとする意識をもつことが重要です。

さらに意識面だけでなく，全ての人々が臼々の生活や社会参加の場函におい

て不便さを感じない社会環境を整える必要があり，様々な角度から市民の立場

に立った総合的な施策の展開が求められます。

こうしたことを踏まえ，笈岡市では次の 5項尽をE重点項尽として「市民と協

働」をさ基本とし，市民や各種団体並びに関係機関と連携・協力しながら，より

効果的な施策を推進していきます。

0人権に関する意識の高揚

0互いの多様性を認め合える社会的風土づくり

Oノーマライゼーションの普及・推進

O公平な機会の保樟

0相談 R 支援・救済等

2 人権尊重の視点に立った行政の遂行

市行政の業務は，市民の人権と密按に関連しているものであり，市民の人権

を確立することを目的とする人権行政であると言えます。

人権行政を確立するにあたっては，このような市行政の本質を職員が深〈理

解することが重要であるため，市職員に対して人権意識と人権感覚の研鈴に資

する研修等を実施し人権意識の確立と高揚を図っていきます。

また『市民の立場に立つことや公平な取扱いを行うことに努めながら業務の

遂行に当たるとともに，人権の観点から業務の点検や見直しを行います。
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さらに，市民の人権を尊重するよでは，業務上知り得た個人情報を適正に取

り扱うことが重要であるため r個人情報保護法Jr笠間市個人情報保護条例」

等を順守することを常に念頭に置きながら業務を遂行していきます。
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第 4章人権施策の推進方向

1 人権に闘する意識の高揚

人権尊重の社会を実現するには，一人一人が，自らの課題として人権を正し

く理解し，人権意識を高め，日常生活の中に生かせる人権感覚を身につけるこ

とが必要です。

また，互いの人権を尊重するためには，まず，誰もが自分を大切にする心を

養い，この「自分を大切にする心j を「他考を大切にする心jにつなげていく

ことが大切です。

そのために，学校教育や社会教育の様々な機会をとらえて，人権に関する意

識を高揚させるための啓発・教育活動を積極的に進めていきます。その際に，

効果的な内容や手法を工夫することにより，単に人権問題を知識として学ぶだ

けでなく，日常生活において態度や行動に現れるような人権感覚を育成します。

2 互いの多様性を認め合える社会的風土づくり

人権尊重の社会を実現するためには，人聞の多様性を広く認め合い，少数者

の存在や互いの違いを当然のこととして受け止める社会約風土の醸成が大切

です。

それには，互いの人権の尊重の輸を，偲人から家庭，地域社会，職場や学校

へ広げていくことが重要です。

その中で，偏見や差別や暴力を否定し，瓦いの生命や尊厳が大切にされ，個

性を認め合い，他者の気持ちを思いやるなどの豊かな人間性を育む啓発や教育

が必要となってきます。そのような啓発や教育を家庭，地域社会，職場や学校

等の様々な機関と連携して手法を工夫しながら進めていきます。
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3 ノーマライゼーションの普及・推進

障がいの有無や年齢にかかわらず，誰もが一人の人間として地域社会で“あ

たりまえ"に生活や活動ができる社会こそノーマルであるという考え方をノー

マライゼーションと言いますが，近年，バリアフリー(※1)やユニバーサル

デザイン(※2)などの，誰にとっても優しい社会的環境を禁備すべき，とい

う考え方が社会に広まりつつあります。そういった考え方を推進し，障がいの

有無や年齢，性別，国籍等に関係なく，識にとっても暮らしやすい社会的環境

を整備し全ての市民が共に支え合って，共に生きる共生社会の実現を図りま

す。

(※1 )バリアフリー障がいのある人が社会生活をしていくよで，障壁 (J¥リア)となるもの

を除去するという意味です。もともと伎宅建築用語で段差等の物理的障壁の除去をいうこ

とが多いのですが『より広く障がいのある人の社会参加を困難にしている社会的，制度的J

心理的全ての障壁の除去という意味でも用いられます。

(※2)ユニバーサルデザイン ω J¥リアフリーの考え方をさらに進め，性別や年齢l 障がいの

有無にかかわらず，全ての人に利用しやすい建物や製品，サービス・情報などを提供して

いく考え方です。

4 公平な機会の保障

性見IJや年齢，障がいの有無や国籍に関係なく，公平な機会が保障され，誰も

が個性と能力によって自己実現ができる社会の実現を函ります。権利擁護制度

等の啓発に努め，差別的な取扱いや不合理な格差が認められる場合には解j障に

向けて取組を進めます。
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6 相談・支援・救済等

差是別，配偶者等からの暴力 (DV) (※3) ，虐待，いじめなど人権に翻して

の相談や支援については，国，県，市等が格談窓口を設置し，人権擁護委員や

相談員が対応にあたり，助言や支援を行っていますが，暴力や虐待に対応して

緊急を要する案件や複雑鋼多線化する人権問題に迅速かっ総合的に対応できる

よう相談・支援体制の充実を図仏関係機関等とのネットワークを強化してい

きます。また，各種相談機関の活動内容の潤知をE割以関係職員の研修を実施

し資質向上を図ります。さらに各種ボランティアの養成を図り，ボランティ

アと協力して支援等を進めます。

また，暴力や虐待の連鎖を断ち切るため，暴力や虐待の予防に取り組みます。

人権侵害の被害者の救済については，国の法整備の動向を踏まえながら対応

します。

(※3)配偶者等からの暴力 (DV) ドメスティックバイオレンス。直訳すると「家庭内暴力j

ですが，一般的には配偶者や恋人など親しい関係にある男女聞における暴力で身体的，精

神的，絞済的，性的暴力をいいます。
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第 5章分野別施策に関すること

1 女性

(1)現状と課題

「男女共同参画社会基本法Jでは，男女が互いにその人権を尊重しつつ責

任も分かち合い，性別に関わりなく，その偲性と能力を十分に発揮する男女

共同参画社会の実現のための施策の推進を図ることとしています。

少子・高齢化社会の進展，家族形態や就労形態の多様化という社会状況に

おいて，ライフスタイルや価値観の多様化から，仕事と生活の調和(ワーク・

ライフ・バランス)(※4)を凶り暮らしていきたいという考え方が高まって

います。一人一人が様々な分野で偲性や能力を発揮し職業，家庭生活，地

域活動などに励むためには，男女が共に責任を担い，仕事，子育て，介護な

どを社会全体で支える環境づくりや，企業や組織が個人の多様な働き方を支

援する職場環境の整備が求められています。

一方，笠岡市市民意識調査における「男女共伺参画に関する意識調査J(平

成24年7月)によると，家庭や職場， しきたり，慣習等において，女性の

不公平感が高いことが分かりました。男女の固定的な役割分担意識は徐々に

変わりつつありますが，このような社会的・文化的に作られた性差が，家庭

や職場での女性への差別の原因と考えられることから，男女共同参画の読点

に立った意識づ‘くりが不可欠となっています。

笠岡市では平成 11年に笈岡市の男女共同参画基本計図である「かさおかウ

ィズプランJを策定しました。その後，平成 14年に「第2次かさおかウィ

ズプランJを策定，平成 15年7月「笠岡市男女共同参画推進条例Jを制定

し男女共同参画社会を実現するため，性別による差別の禁止，市・市民・

事業者・地域団体の責務と協働などを規定しました。

さらにその後の社会情勢の変化や新たに表商化した課題 P 多様化する生活

スタイルに伴う意識の変化!こ対応するために平成 22年「第3次かさおかウ
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ィズプランj を新たに策定し，施策の推進を図ってきました。

また，女性に対する人権侵害として，配偶者等からの暴力 (DV)等が大

きな社会問題として取り上げられるようになっていますが，笠岡市では平成

25年3月「笠岡市DVs辻義本計画Jを策定し，男女共同参画社会の実現を

組害する暴力の防止のために意識啓発や被害者支援のための絡談機能の充

実，警警療や{也の公的機関などとの連携を図っています。

(※4)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス) 一人一人がやりがいや充実感を感じ

ながら働さ仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活においても，子育て期，中

高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを言います。

(2 )基本方針

全ての人が性別に関わりなくその個性と能力を発揮し男女の人権を尊重

しつつ，喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会の実現に取り組んでいき

ます。

そのため，男女の人権の尊重と男女共同参画への理解，男女の社会活動や

意思決定過稼への積極的な参加と多様な意見の採択，多様な生き方を認め合

い，男女が共に支え合い暮らせる環境整備を重点目標に，総合的な施策に取

り組んでいきます。

(3 )施策の方向

ア 男女の人権の尊震と男女共同参画社会への理解

性別による閏定的な役割分担意識を見直し，男女が対等な社会の構成員

として様々な分野でその個性や能力を十分に発揮できるよう広報・啓発を

行います。また，努女平等教育の推進に努めます。

配偶者等からの暴力 (DV)やセクシャル・ハラスメント，性暴力，ス

トーカーなどは，犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり，男女共同

参画社会の大きな阻害要閣です。
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このことについて，防止や支援に向けた情報等の提供など潤知に努める

とともに，関係機関と連携を図りながら，相談支援体制の充実等被害者へ

の支援の取組を進めます。

女性は妊娠隠出産等男性とは異なる健康上の問題に直面することがあり

ます。このことについて， リブロダクティブ・ヘルス/ライツ(※5)の

視点に立ち，適切な情報や学習機会の提供に努めるとともに，生涯を通じ

た健濠支援が推進できるよう支援します。

(※5) リプロダクティフ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利):平成6 (1994) 

年カイロで開催された国際人口・隣発会議で提唱された考え方でv 安全な妊娠，出産，性

感染症の予防を含む女性の生j震を通じた性と生殖に鎖する健康とその権利です。

イ 男女の社会活動や意思決定への積極的な参加と意見の採択

政策・方針の立案，決定過程の場等への男女共同参聞は，その社会づく

りの基擦をなすものです。女性の様々なチャレンジを支援し，社会参加を

推進するとともに，政策立案，決定過程の場への男女共同参簡を進めると

ともに人材育成に努めます。また，男女のニーズや性差を施策に反映させ

るため，新たな取組の分野として防災・災害復興分野での男女共同参画を

推進します。

男女がともに知識や経験を生かし，ボランティア活動や地域活動をバラ

ンスよく行えるよう，また，平等に能力や意欲を十分発揮して働き続ける

ことができるよう支援します。

ウ 多様な生き方を認め合い，男女が共に支え合い暮らせる環境の整備

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の理解に向けての情報

を提供し仕事と家庭生活を両立させ，地域活動にも積栂的に参加できる

など希望する生き方が選択できるよう支援します。
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2 子ども

(1)現状と課題

我が国では，昭和 22年に「児童福祉法J，昭和 26年に「児童憲章」が制

定され，平成6年には「児童の権利に関する条約」を批准し全ての児童の

幸福を図り r子どもの最善の利益j を優先させるとして，諸施策が進めら

れてきたところです。また，平成 12年には「児童虐待の防止等に関する法

律jが施行され，虐待の防止や被虐待児の早期救済をめざす施策の強化が図

られてきました。また，平成 25年9月には「いじめ妨止対策推進法Jが施

行され，今後，国等のいじめ防止基本方針を参考に，各学校で基本方針を定

め，いじめ防止対策を翻っていくこととなっています。さらに r少子化社

会対策基本法Jなど少子化の進行や子どもを取り巻く環境の変化に対応する

法整備も進んできました。

笠間市でl武平成 16年の児嚢福祉法改正を受けて r笠岡市婆保護児童対

策地域協議会」を立ち上げて，地域の関係機関・団体と連携しながら児叢虐

待の未然防止，早期発見，.Ep.期対応の充実に取り組んでいます。

また，平成 25年4月には「笠岡市子ども条例Jが施行され，子どもの権

利や他の人の人権を尊震することの大切さやふれあいの大切さを啓発する

とともに子どもの豊かな育ちを支え合う仕事Eづくりを進めることとしてい

ます。

学校教育においては，子どもたちの自尊感情や人権意識を高めるための教

育を推進しており，いじめ等の棺談体制の充実や防止対策など対応の強化を

図っています。

しかし核家族化や就労形態の多織化v 非正規雇用の拡大など社会の変化

を背景に，子育てに不安を抱く親や適切な養育を受けられない子どもが増加

し，子どもへの体罰や鷹待の深刻化・複雑化が問題となっています。また，

子どもたちの問題行動の低年齢化やいじめ，不登校などの課題は依然として

残っており，さらに，インターネット上における児薫ポルノの氾濫など，子

どもの健全な発達を阻害するばかりでなく，人権を損なう霊大な問題も生じ
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ています。

(2 )基本方針

子どもの人権が尊重され，健やかに成長するために「児童の権利に関する

条約」や「笠岡市子ども条例Jの理念や内容の普及に努め，市民意識の高揚

を図るとともに，育児やいじめv 虐待等の相談・支援体制の充実に努め，子

どもが生き生きと育ち f 親が安心して子どもを産み育てられるような環境豊富

備に取り組みます。また，家庭，学校，地域等が連携して r豊かな心と生

きる力」を育む教育を推進します。

さらに，子どもの社会参加を促進し，様々な体験活動や交流活動をとおし

て，人間関係を育て，人間性豊かな子どもを育成するとともに，大人が一人

の人間として子どもの人権を尊重し，健全に育てていくことの大切さを認識

して，自らの責任を果たしていくような社会全体の意識の高揚を悶ります。

(3 )施策の方向

ア 啓発の推進と意識の高揚

「児童の権利に関する条約」や「笠岡市子ども条例」の周知を図るとと

もに，調係機関と連携し，児嚢虐待やいじめ等個別の課題について防止や

解決に向けて啓発活動を行い，家庭，学校，地域社会，企業などが役割や

責任を自覚した上で，人権尊重の意識や子どもを見守り育てる意識の高揚

を図ります。

イ 子育て支援の充実

全ての子どもが健やかに生まれ，成長するために，子育て支援事業や母

子保健対策を充実します。また，妊婦・乳幼児健診を通じて，妊娠・出産・

育児に不安のある親や発達に課題を抱える子どもに適切な保健指導や事

後指導を行い，育児支援の充実に努めます。

保育所(圏)においては，家庭や地域と連携し一人一人の発達段階や
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個性に応じた保育を実施し子育てと就労の両立を支援するために延長保

育や一時保育，病児・病後児保育，休日保育など保育サーどスの充実をE怒

ります。障がい児の保育については，一人一人の状態に応じた対応の向上

に向けてE 保育士への研修の促進に努めます。

家庭，学校，地域等と連携し子育て支援の充実を図るとともに，放課

後児童クラブ等子どもの居場所の確保に努めます。また，子どもへの有害

環境の浄化に努め，子どもの社会活動への参加を促し，地域行事v 交流活

動等への参加を通じ，人間性皇室かな子どもの育成を図ります。

また，児叢虐待は年々増加し複雑化してきているため，笠岡市婆保護

児童対策地域協議会の隣係機調・団体と連携を行うことで虐待の未然防止

に取り組むとともに早期把擦と早期支援に努めます。

ウ 人権教育の充実

学校教育においては，子どもの人権が尊重されるような環境づくりを進

め，児童生徒の人権への理解を深め，自他ともに大切にする人権感覚が身

につくよう指導に努めます。

また，心の教育に継続して取り組み，ボランティア活動など社会活動，

自然体験，交流活動等を通じて釜かな人間性を育んでいきます。

学校教育の中において，人権教脊が充実するよう指導方法の研究や子ど

もの人権に配慮した学校運営が行われるよう努めます。

特別支援教育については，障がいのある児童生徒の就学先決定の仕組みに

関する学校教育法施行令の改正が行われF 平成 25年9月から施行されて

います。また rインクルーシブ教育システムJ(※6)の理念のもと，一

人一人の状況にあわせた白立や社会参加への支援が行えるよう指導や支

援を行います。

いじめに翻しては，いじめ防止慕本方針を策定し，対応していきます。

(※7) また，非行や問題を抱える子どものためにスクールカウンセラー

(※8) スクールソーシヤルワー力一(※9) などを活用した相談体制を整

備し関係機関と遠携を取って対応していきます。

家庭において，保護者の役害IJが重要であることから保護者の学習潔墳の
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整備を函ります。

(※6)インクルーシブ教育システム・際がいのある人が，その能力等を最大限に発揮させ1 自

由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下で，障がいのある人と障がい

のない人が共に学ぶ仕組み。

(※7)いじめ防止について，地方公共団体『小中学校等が策定するいじめ対策基本方針の中で

道徳教育の充実1 早期発見のための措置，相談体需11の整備，教職員の資質向よ，インヲー

ネットを遜じたいじめに対する対策の推進，啓発活動等によりいじめに対応していくこと

としています。

(※8)スクールカウンセラー教育機関において心環椴談業務に従事する心理職専門家のこと。

(※9)スクールソーシャルワーカー 教宵分野に関する知識に加えl 社会福祉等の専門的な

知識や技術を有する人。
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3 高齢者

(1)現状と課題

少子高齢化を背景として，笠岡市では 65歳以上の高齢者の比率が，平成

25年 4月現在， 31.5%に達し，今後も上昇することが予想されます。

高齢化が急速に進展したことで，一人暮らしの高齢者が増え，寝たきりや認

知症など介護を必要とする高齢者も増加しています。介護の長期化や薫度化

による介護家族の負担の増大や孤立死，農f寺，所在不明といった人権や尊厳

に関わる問題も生じています。

このような状況を背景に，平成 18年4月に「高齢者虐待の防止，高齢者

の擁護者に対する支援等に隣する法律」が施行され，高齢者に対する虐待の

防止と介護者への支援とが定められました。さらに，平成 24年4月の介護

保険法の改正で地域包括ケアシステムの構築と市民後見人の育成，活用など

市町村における高齢者の権利擁護事業の推進が規定されました。

笠岡市では，平成 24年3月「笠岡市高齢者福祉推進計画・笠岡市介護保

険事業計画J(ゲンキプラン 21-V)を策定し，高齢者が尊厳を保ち，安心し

て暮らせる仕組みを作ることを基本理念として市民・関係機関・市が一体と

なって計留の推進を図っています。

(2 )基本方針

高齢者が住み慣れた地域の中で安心して生活を送ることができるよう，安

全で快適な生活環境の整備と一人一人が自立した生活ができるような生活

支援を行い1 要保護状態になっても地域で安心して暮らせるまちづくりを進

めていくことが必要と考えます。

高齢者が生き生きとした生活が送れるような支援を行い，自らの経験や知

識を生かした社会参加の促進や就労・学習機会の充実を図ります。

さらに，地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携して地域住民や

ボランティア等の幅広い参加によって，地域社会の中で高齢者の自立や介護
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を支える仕組の整備を図ります。

(3 )施策の方向

ア 地域生活支援体制の推進

住みなれた自宅又は地域で，できるだけ長〈生活ができるよう，生活支

援のサービスや裕談窓口を充実します。また，近所でのつながりや行政，

各種関係機関，民生委員児童委員， N PO，ボランティア等が連携を殴り，

地域全体で高齢者の生活を支えるための地域ネットワークを強化します。

高齢者の人権擁護に関しては，成年後見制度(※10)の活用促進など高

齢者の権利擁護の支援や，虐待予防，虐待事案の対応・支援などを進めま

す。

認知症高齢者の支援に関しては，認知症に対する正しい理解を広く普及

啓発し，地域や関係機関，ボランティア等と協力して支援体制を構築し，

権利擁護事業の普及啓発に努め，必要な相談を行っていきます。

高齢者の心身の状況に配慮し，ユニバーサルデザインの考え方に碁づい

た環境の整備を進めます。

(※10)成年後見制度 i 認知症高齢者l 知的障がいのある人など判断能力の十分でない方を保

議するためj 本人の代わりに法律行為を行いv 又は本人の法律行為を助けるものを選任す

る制度。

イ 介護予防の推進

高齢者が要介護状態や要支援状態!こなることを未然に予紡し活動的で

生きがいのある生活ができるよう支援するとともに，高齢者が主体的に介

護予防に取り組んだり，介護予防に資する活動を行ったりすることができ

る地域社会の構築を目指します。

ウ社会参加の促進

多様化する高齢者のライフスタイルやニーズに対応した生きがいづく
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りや自らの経験，知識を生かした社会参加，社会賞献，就労などの活動を

支援し生き生きした生活が送れるまちづくりを推進します。
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4 障がいのある人

(1)現状と諜題

障がいのある人をめぐる状況は，障害福祉サーどスの障害種別の一元化を

柱とする平成 18年4月施行の「障害者自立支援法j で大きく変わることと

なりました。その後，平成 23年の「障害者基本法」の改正，平成 24年の「障

害者虐待防止法J施行，平成 25年4月の「障害者雇用促進法Jの改正 r障

害者総合支援法J，同 6月の「障害者差別解消法J成立と制度の見直しが行

われています。

笈岡市においては r完全参加と平等」を基本理念として「笠岡市障害者

福祉計画Jと「笠岡市障害福祉計画j を策定し障がいのある人が住み慣れ

た地域でf 社会の一員として自立した生活を確立するため，各種際がい者施

策に取り組んできたところです。

しかし現実には，障がいのある人が自分らしく生活を営んでいくよで，

差別や偏見など心理的なもの，建造物の段差等物理的なもの，不十分なコミ

ュニケーション手段など様々な障害が依然としてあることは否めません。

障がいの有無にかかわらず住み慣れた地域で生活を続け，就労や社会参加

によって社会の一員として役割を果たし，その恩恵を平等に受けられる社会

の実現に向けての施策が求められます。

(2 )基本方針

ノーマライゼーションの考え方に基づき，障がいの有無にかかわらず，個

人の違いや多様性を認め合って共に生きる社会の実現を自指します。

また，障がいのある人が年齢に合わせて，自由に学校や就労先などを含め

た生活の場を選び，自立して生活が送れる地域を実現できるよう努めます。

差別や偏見などの心理的な問題J 段差などの物理的な問題，就労，コミュ

ニケーションなどの問題を解決するため，年齢や障がいの有無にかかわらず

過ごしやすい環境づくりを目指します。
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(3 )施策の方向

ア 心のバリアフリーと交流の推進

ノーマライゼーションの理念を普及するとともに障がいのある人に対

する理解を深め，お互いに認め合い，共に生きていこうとする気遣を醸成

するために広報，啓発活動や交流を積極的に推進します。

イ 地域生活の支援

障がいのある人が，住み慣れた地域で安心して豊かな生活が送れるよう

在宅福祉サービスの充実を図り，休制づくりに努めます。また，地域で自

立した生活を継続するためには棺談を気較に受けられることが必要です。

各種の相談支援体制を強化します。

障がいのある人への虐待については，平成 24年 10月に社会福祉事務所

内に設置の笠岡市障害者虐待防止センターで支援体制の強化に努めます。

障がいのある人の権利を守るための制度として「成年後見制度Jと，日

常生活の支援事業として「日常生活自立支援事業J(※11)がありますが，

制度の周知を図以利用を促進します。

情報を正確に得ることは，障がいのある人の選択や決定に非常に嚢要と

なっています。情報が正確に伝わるよう努めるとともに，情報内容の充実

に努め，もし，障壁(バリア)があれば障壁を除去するよう努めます。

ボランティアの活動は， I濠がいのある人の自立や社会参加の様々な場面

で大きな役割を果たしています。このため，学校教育，地域生活等幅広い

分野において，ボランティアへの理解を深め，様々なボランティアの養成

や確保に努めます。また，市民が各種ボランティアに積極的に参加できる

よう支援します。

また，障がいのある人の安全な生活と社会参加の傑障のために建物，道

路，公園，公共交通機関，住宅等のバリアフリー化やユニバーサルデザイ

ンの考え方を促進します。
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(※11)日常生活自立支援事業 認知症高齢者l 知的障がいのある人，精神障がいのある人な

どのうち判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるようにするために福

祉サービス利用に演する情報提供や申込手続の代行，苦情解決制度の利用援助など福祉サ

ービス利用に関する援助等を行う事業。

ウ 自立と社会参加の促進

障がいの早期発見・早期療育を行い， ，濠がいの程度や症状をできる限り

軽減するためf 療育支援体制の繋備を図り，憶がい児の社会的自立と可能

性を広げるため，輝がいの状態に応じた適切な療育，保育，教資に努めま

す。

障がいのある人が自己実現を図るとともに生きがいのある生活を送れ

るよう社会活動，就労，スポーツ文化活動等を通じた社会参加の促進を図

ります。

就労により収入を得ることは，自立した生活を営むよで嚢要な要素とな

ります。そのため，福祉的就労を含め，障がいのある人の就労支援を強化

します。
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5 同和問題

(1)現状と課題

両手自問題は，歴史的発展過程の中で形成された身分制度により一部の人々

に対する差別が，今なお様々な形で現れている重大な社会問題です。住む場

所や仕事，結婚など生活の様々な面で差別を受けるという，基本的人権に関

わる課題です。

昭和初年「同和対策審議会答申」において，同和潤題が憲法で保障する

基本的人権に関わる問題であることと，早急に解決することが国の責務であ

り，伺時に国民的課題であることが明らかにされました。同和対策審議会答

申を受けて制定された特別措置法に基づく施策の推進と人々の自主的な努

力によって，道路，公冨などの整備が進み，地域の生活環境も大幅に改善さ

れ，機々なEで存在していた格差も改善されてきました。また，詞和問題へ

の知的理解も進み，全般的には着実に進展を昆ています。

この問題を解決するため，笠岡市においては，同和問題の解決を市政にお

ける重要施策と位登づけ，法律等を尊愛しながら，その推進を図ってきまし

た。

しかし差別意識の解消については，いまだ十分とは言えない状況にあり，

結婚問題やインターネットへの差別書込み，差別発言などが見受けられ，え

せ間平日行為など部落差別をなくすための活動に逆行する行為も発生してい

ます。

(2)碁本方針

同和問題解決のためには，市民一人一人に，この問題を正しく理解しても

らうことが必要であり，差別意識の解消に向けた教育・瞥発は，これまでの

教育・啓発活動の中で積みよげられた成巣等を踏まえ，両手口問題固有の経緯

等を十分認識しつつ，家庭，学校，地域，企業等あらゆる場をとおして，引

き続き積極的に推進していきます。また，市民の人権意識の高揚を図以あ
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らゆる差別の解消につなげていけるよう広く人々の共惑が得られるような

内容と手法を取り入れ，感性や人機感覚をかん養していきます。

また，産業・就労面や教育上での問題解決のため，格差の解消や自立の促

進に向けて一般対策での取組を進めていきます。

(3 )施策の方向

ア務発の推進

偏見や義別意識の解消のためには，同和問題を正しく認識し知的理解

にとどまらず， 8常生活の中で生かされる人権感覚を育む啓発を実施する

ことが必要です。

このため，県や関係機関との連携を図りながら，一人一人が遣問。解消に

主体的に取り組めるよう様々な機会をとらえて啓発活動を実施していき

ます。その際，多くの市民が参加できるような身近で続しみのある啓発と

なるよう講演会やイベン卜を工夫していきます。また，マスメディアも活

用して人権意識の高揚に努めます。

イ 教育の推進

差別を解消し差別のない社会を実現するため，これまで積み上げられ

てきた教育の成果を踏まえ，学校教育と社会教育の連携を図りながら，教

育を推進します。

学校教育においては，幼児，児蓑，生徒の発達段階に応じた教育を行う

ことにより，人権感覚を身につけ，自らの課題として主体的に取り組むこ

とができるような実践約態度を養います。また，教職員の資質，指導力の

向上のための研修等の充実を図ります。

社会教育においては，地域の実情に応じて，公民館や各種団体と連携し

学習機会の提供を図りながら，学習内容や方法等の創意工夫に努めます。

家庭教育も果たす役割が大きいので，保護者に対する学習機会の提供を図

っていきます。
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ウ 各種施策の推進

就労笛においては，関係機関と連携を図りながら，公正な採用と職場へ

の定着を図るための啓発・指導を継続するとともに，情報提供や相談等に

より就業の促進に努めます。

また，隣保館活動・運営については，笠岡市の福祉の向上や人権確立の

拠点として位置づけられており，開かれた吉田文化会館として生活よの各

種相談，人権情報発信等の瞥発・交流，福祉施策，教育"文化活動等，よ

り一層機能を充実していきます。

高額図書の購入強要をはじめとするえせ同和行為は，問手口鶴題解決を聞

害する悪質な行為です。県や関係機関と連携し，えせ問和行為の排除に向

けて取り組みます。
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6 在住外聞人

(1)現状と課題

平成 25年 3月末現在、笠岡市における外国人の住民登録者は， 298人

となっています。また，短期滞在の外国人を含めるとさらに多いと推測され

ます。

日本国憲法では，権利の性質上、日本国民のみを対象としているものを除

き，我が国に在留する外国人についても、等しく基本的人権を保障している

ところです。しかし現実には過去の歴史に由来する差別や偏見があるほか，

単なる外見や言語"文化同宗教・生活習慣の違いや価値観等の違いから在住

外国人が差別や偏見に基づく不利益な扱いを受けることや，情報や制度の不

整備による教育などの各種権利義務行使が随難な場合があります。

在住外国人がこのような差別や偏見，不利益にあわないよう，お互いに人

権意識を醸成し f 文化交流や地域交流などにより，豊かな地域づくりを進め

ることが求められています。

(2 )基本方針

国際化にふさわしい人づくりや，在住外閤人にも暮らしやすいまちづくり

を進めるためには，在住外聞人が一人の住民として快適な生活を送ることが

できるよう多文化共生の取組をより一層進めていく必要があります。

このため，諸外閣の文化，生活習慣等の理解を深め，国籍に関係なく人権

を平等に保障し在住外国人の人が安全に安心して生活できるよう，行政サ

ービスや生活相談の充実，教育・保健・福祉等のわかりやすい情報提供に努

めていきます。

支援にあたっては，行政機関，民間団体，ボランティア等と協働の推進体

制をつくり，取市Eを進めていきます。
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(3 )施策の方向

ア 人権意識の高揚のための啓発・教宵と相互選解の促進

在住外国人に対する理解を深め，差別や偏見をなくすため，学校y 行政，

各種団体が行う冨際理解・国際協力の教育，学習g，交流等をとおして人権

意識の高揚を図ります。

イ 夜住外窟人が住みやすい地峨づくりのための配慮

在住外閑人が地域で安心して生活できるよう，日常生活で必要とされる

情報の提供やB本語教室等言語支援に努めます。また，関係機関等と連携

し在住外国人の相談体制の充実に努めます。

また，在住外国人の児童生徒が安心して勉学に取り組めるよう，必要な

学習支援，教育相談の体制の整備を図ります。

ウ生活支援

夜俊外国人の就労について，日本人と平等な扱いとなるよう雇用主に環

解と協力を要誇します。

また，在住外麗人の保健，医療などについて利用しやすい環境・条件の

整備に努めます。

さらに夜伎外国人に対する函民健康保険・国民年金の制度の周知徹底を

図ります。
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7 患者等

(1)現状と課題

進行性の免疫機能障害を特徴とする HIV感染症(特にHIVによって引

き起こされる免疫不全症候群のことをエイズ(後天性免疫不全症候群)と呼

びます)(※12)をはじめ，新たな感染症の出現や間際的な交流の進展など，

感染症をめぐる社会情勢の変化を背景に，感染症患者や家族への幾男IJや偏見

の存在が蒙く受け止められるようになりました。そこで，平成 11年に感染

痕に関する法律が大きく変更され，感染症の患者の人権を重視した「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律Jが施行されました。平

成 19年には同法に「結核予防法Jが統合されました。

しかし感染症や病気に対する知識の不足による差別や偏見は依然として

存在し感染症や病気の患者，回復者，家族等に対する差別や偏見を解消し

ていく必要があります。

どのような病気等であっても患者の多くは，病気等に関する知識の不足か

ら内容や治療の効果に対して不安を持っています。そのため，医師は病名や

診療の目的・内容等について十分な説明を行う必要があります。

また，差別や偏見を受けるおそれの高い病気に対しては，正しい知識の普

及・啓発活動を行い，感染者，患者，回復者及びその関係者の人権を尊重し

ていくことが大切です。

特にハンセン病はらい菌の感染によって発病する病気で，感染力は弱く，

感染しでも発病する可能性は低い病気です。また，治療すれば短期間に治癒

する病気ですが，誤った認識により，患者・泊復者・家紋等への差別や偏見

が残っており v 療養所入所者の多くは病気が治癒しているにもかかわらず長

期の強制隔離政策により，家族や親族と関係を断たれ，療養所に残らざるを

得ない状況になっています。

(※12) H 1 V感染症。 H1 V (ヒト免疫不全ウイルス)の感染によって引き起こされる免疫

機能障害を特徴とする疾患で，免疫不全疲候群を特にエイズと呼んでいますが，感染力は
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強くなく i 正しい知識を持っていれば日常生活で感染を恐れる必要はありません。また，

病気自体も治療薬が開発されl 病気の発症を防いだり l 症状を緩和することが可能です。

(2)基本方針

エイズ. H 1 V感染痕等病気に対する正しい理解を深めるため，関係機関

と協力し正しい知識の普及軍事発に努めます。また，検査や治療にあたっては，

額係機院と連携し患者等のプライパシーに配慮した対策を行い，十分に病

気等や治療方法に関する情報提供を行うよう努めます。

(3 )施策の方向

ア 正しい知識の普及・聖書発

エイズ. H 1 V感染症やハンセン病等病気の感染者や患者，回復者や家

族に対する差別や偏見を防ぐため.:iEしい知識の啓発を県や学校，医療機

隣等と連携して進めます。

イ 情報提供とプライパシーの保護

患者や感染者が自ら医療を自主的に判断できるように患者や感染者の

立場に立った医療情報の提供や説明を行うとともに，患者や感染者の理

解を得るように関係機関との連携に努めていきます。

また，カルテ，医療費の議求に係る書類には重要な個人情報が含まれて

いるため，医療従事者等の守秘義務や情報管理がE怒られるように替発に努

めます。

ウ 相談・検査町診療体制の充実

保健所や医療機関と協力して患者や感染者が安心して医療を受けられる

ような棺談・検査・診療体制の充実を図ります。また，まん延防止のため

の措置にあたっては適正な手続きを通じて行います。
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8 様々な人権問題

(1) インターネットによる人権侵害

ア現状と課題

高度情報化社会を背景に，パソコン，携帯電話，スマートフォンなどに

よるインターネットや電子メールなどは，大量の情報を収集・発信できる

便利なメディアとして多くの人に利用されています。しかし，その反商，

一度掲載された情報は，あらゆるところに急速に拡散してしまう可能性も

あります。また，情報発信の匿名性を利用して他人を誹務中傷する表現や

差別を助長する表現などの個人や集団にとって有害な情報の掲載が行わ

れ，人権に関わる問題が多数発生しています。

青少年の聞ではブログ等によるいじめや中傷等が行われ，また1 異性を

紹介する「出会い系サイト」や児童ポルノのサイトなどが，子どもを巻き

込む犯罪などを引き起こす原図になっていると考えられます。

平成 14年5月に「プロパイダ責任制限法」が施行され，インターネッ

ト上など，情報の流速において権利の侵害が行われた場合に，被害者がプ

口パイダ等に対して発信者情報の開示を誇求する権利を持つことが規定

されていますが，被害者が特定されない場合は同法では対応できないなど，

不十分な状況となっています。

イ基本方針

市民一人一人がインターネットの利点と問題点をましく環解し情報を

提供する倶IJも利用する側もモラルを守って正しく利用するための啓発を

していくことが必要です。

また，保護者や学校と協力して青少年を有害情報から守るよう努めます。

さらに，児童・生徒に対しては，インターネットや携帯電話等に関する

正しい使い方を理解させる必要があります。そのため，情報化がもたらす
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社会的影響について周知し，情報の収集や発信における糞任やモラルにつ

いて理解させるための教育を行っていきます。

ウ施策の方向

(ア)インターネット利用上のモラルの普及啓発

市のホームページなどを遜じて差別を助長したり，人権を侵害したり

するような情報を発信しないよう 2 モラルを守ってインターネットを正

しく利用するよう啓発に努めます。

また，市のホームページについては適正な管理運用に努めます。

(イ)瀕正なインターネットの利用の指導

学校においては『児童生徒がいじめや誹誘中傷の対象になったり，犯

罪に巻き込まれたりしないよう情報を毘極めf 責任を持って情報を発信

できるようモラルを守った正しいインターネットや携帯電話等の使い

方を指導していきます。

(2 ) 個人情報の保護

ア現状と課題

情報化宇校土会の進展により以，企業や嘗公庁を問わず

タ管E環毘されており'笠間市においても多様化する行政需要に的縫に対応し，

事務の効率化や行政サービスの向上のため利用されています。ただ，コン

ビュータ処寝は，結合，検索等が容易に行えることから慎重な取り扱いが

求められます。また，偶人情報はプライパシーに関わるE重要な問題である

ことから，国においては平成 15年に「個人情報の保護に関する法律j が

制定されましたが『宮民を問わず¥個人情報の漏えいの報道が続いている

状況があります。
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笠岡市においては，この法律や「笠岡市個人情報保護条例」等に基づい

て適正に管理しています。

イ基本方針

個人情報の管理等については，規定が定められていますが，個人情報の

漏えい等を防止するため，情報管理に際しては，職員一人一人が情報に対

する重要性の認識を持つ必要があることから，個人情報の重要性について

意識啓発を行っていきます。

(3 ) 犯罪被害者等

ア現状と課題

犯罪被害者やその家族・遺族は，その直接的被害にとどまらず，プライ

パシーの侵害などの二次的な被害に苦しめられることが少なくありませ

ん。

そのため箇においては，平成 16年に「犯罪被害者等基本法Jが制定さ

れ，犯罪被害者等の権利の保護が図られることとなりました。

また『関係法令も改正され，犯罪被害者等の支援に資することとなりま

しTニ。

笠岡市においても，平成 24年に「笠岡市犯罪被害者等支援条例」を制

定しました。

イ碁本方針

犯罪被害者等の相談・支援を行う総合窓口を設置するとともに，犯罪被

害者等の置かれている立場に環解を深められるよう啓発等の活動を推進

します。
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(4 ) 知lを終えて出所した人

ア現状と諜題

刑を終えて出所した人やその家族には根強い偏見や差別が存在します。

そのため，社会復帰や更生を目指す人には，就職や住居の確保が回難で更

生の意欲を失ったり，生活に行き詰まったりする場合があります。このよ

うに斉IJを終えて出所した人が社会の一員として円滑な生活を送るには厳

しい現実があります。

イ基本方針

膏IJを終えて出所した人に対する偏見を解消し，家族や職場，地域などの

周霞の理解が得られるよう法務省などと連携し啓発活動の推進に努めま

す。また，関係機関と協力し，自立した生活が営めるよう支援の体制づく

りを進めます。

(5 ) 性同一位障がい

ア現状と課題

性同一性障がいとは，生物学的な性(からだの性)と意識の上での性が

一致せず，精神約に強い苦痛を感じている状態をいいます。そのことで社

会主主活に支障をきたしている人がいます。

平成 16年に「性向一性障害者特例法jが施行され，性問一性障がいで

一定の条件を満たす場合には家庭裁判所を経て，性別の取扱の変更が認め

られるようになりました。平成 20年には性別の変更要件が緩和されまし

た。
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イ基本方針

性向一性障がい!こ対する理解が深まり，正しい認識が得られるよう啓発

活動に努めます。

(6) その他の人権問題

前述した課題の他!こも人の性愛が間性に向かうのか1 異性に向かうのか

という性に係わる意識や感覚をいう性的指向に係る問題やホームレスの

人の問題，消費者，北報鮮当局による技致問題，中国から帰国した残留邦

人やその家族の問題，アイヌの人々の問題，人身取引，自殺問題，震災に

伴う人権問題，戦争により被害を受けた人，パワーハラスメント(※13)， 

ひきこもりなどの人権問題があります。これらの問題や今後発生する人権

問題などについても，全ての人々の人権の尊重とその保障の観点に立って

啓発活動を中心に取り組んでいきます。施策を推進するため，庁内組織等

を中心に国，県，関係機関とも連携して着実に施策を推進していきます。

(※13)パワーハラスメント 職権などの優位にある権限を背景lこ，本来の業務範囲を超え 7

継続的に，棺手の人格と尊厳を侵害する言動を行い，就労環境を悪化させる 1 あるいは震

用不安を与えること。
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日本悶憲法(抄)

公平IJ 昭和 211，l-11Y]ilEI

施行問和 22年 5月 31，1 

11 本国民は，正当に選挙された悶会における代表者を通じて行動し，われらとわれらの

F 孫のために，諸民|氏との協和による成果と，わが|到全土にわたって ~lljl のもたらす怠沢

を確保し，政府の行為によって肉び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決起、

し，ここに主機が同氏に存することを笈設し，この憲法をMu í:Ëする。そもそも['ì~政は， [fj 

[1';の厳粛な信託によるものであって，その権威は[i;[氏に IEI来し，その権力は悶ti!oの代表者

がこれを行使し，その福手IJは凶i廷がこれを本受する。これは人類普通の原理であり，この

，&'iii、は，かかるl耳(即に基くものである。われらは，これに反する一切の述正法，位、令及び認がj

を排除する。

1] ;fに[E!氏は，恒久の平和を念願し，人|制相互の関係を支配する崇あなJ:f[!位!を深く自覚す

るのであって，平和を愛する諸国民の公立三と信義に信頼して，われらの'i!:全と生存を保持

しようとちた泊、した。われらは，平和をi$t持し，専fljljと織従， JifilSと偏狭を地上から;k速に

除去しようと努めてゐるl溺際社会において， :i'，争ドある地伎を I~î めたいと思ふ。われらは，

全枇界の隠|氏が，ひとしく恐怖と欠乏から免かれ，平和のうちに生存する械キ1/を千了するこ

とを!l{1!'iiig寸ーる。

われらは，いづれの ['~I家も，自|主!のことのみに f，t(念して他図を然続してはならないので

あって，政治道徳の位、HIjは，皆遍的なものであり，この法WJに従ふことは，自国の一一「ゐ絡を

維持し，他国と対等関係に立たうとする各阪の312務であると信ずる。

11本[主|氏は，国家のよ私設にかけ，全力をあげてこの栄治iな思想と目的を達成可一ることを

5430 

(111拝)

第 3常 国民の権利及び義務

(国民の要件)

第 10条 |二!本区|民たる要件は，法律でこれを定める。

(慕本的人権の本有)

第 11条 国民は，すべてのJi!;本的人権の主主有を妨げられない。この窓紘一がml氏に保|略す

る桜木(1'.)人機Li，佼すことのできない永久の権利として，現在及び将Jl毛のrrul';に ld-へら

れる。
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(自由・権利の保持責任と灘用の禁止)

第 12条 この慾j去がl張氏に保附する lel111及び持利は，悶L止の不断の努JJによっ亡，これ

を保ドfしなければならない。又，区l氏は，これをi¥i¥iJTJしてはならないのであって，常lこ

公共の悩祉のためにこれを利ItJ寸る爽任を負ふ。

(他人の尊重，生命・自府・幸福追求の権利，公共の福祉)

第 13条 すべて|司氏は，似人として尊重される。生命， 1'1山及び卒倒追求に去、jする悶民

の権利については，公共の裕社に反しない限り，立法その他の|羽政の tで，最大の線藍

を必要と寸る。

(法の下の平等，貴族制度の禁止，栄典)

第 14条 すべて[主1 1"<;;1土，法のドに平等であって，人税 1~i 条， 'f't別，社会的身分又は門

地により，政治的，経済的5<.1土社会的関係において，差別されない。

2 取族その他の災族の制度l:上，これを認めない。

3 5t'fEF ，勲本その他の栄火のJ受 l〉は，いかなる特械も{，~はない。栄典の授与は，現にこ

れを有し，又は将米これを受ける者の今代に限り，その効;!J1:有する。

(略)

(恩惣及び良心の自由)

第 19条 思想;11えび良心の 1'1Itrは，これを佼してはならない。

(イ言教の自由，国の宗教活動の禁 ll:)

第 20条 信教の自 IIIは，何人に対しでもこれを保隊する。いかなる宗教団体も， ['i;1から

特権を受け， 5!.. t土i攻itlJ:のfYl，;!)を行使しではならない。

2 何人も，宗教上の行為， tJGYtJ"儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 民|及びその機関は，宗教教育その他し、かなる宗教的活動もしではならない。

(集会・緒1'1:・表現の自由，検閲の禁止，通信の秘密)

第 21条 集会，結社及び言論， ll.lJ坂その他一切のま史呪の自 1111土，これを保降する。

2 検 IJ~ は，これをしてはならない。通信の泌総は，これを侵しではならない。

(居住・移転・職業選択の自由，外股移住・閤籍離脱の自由)

第 22条 例人も，公共の焔itlーに反しない限り， fI;{T，移転及び職業選択の自由を有する。

2 M人も，外i到に移住し，又は口絡を:~:ff脱する I~I I七|を佼されない。

(学問の自由)

第 23条学問の白 1I1は，これを保!1:fsする。

(家族生活における倒人の尊厳と両性の平等)
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第 24条 焔』聞は，附悦の合意のみに接いて成立し，夫婦が同等の権利を有することを主主

本として，相立の協力により，維持されなければならない。

2 配偶tr"の選択，財政権，相続， fiAFlの選定，両院府政びに熔矧及び家政に関するその他

の事項に|努しては，法干1¥は，個人のJW:厳と同性の本質的平等に立問iして， fljlJ 7仁されなけ

ればならない

(生存権，国の社会保障義務)

第 25条 すべて|湖上\;~土，健康で文化的な最低限度の生活を常む権利を有する o

2 l'l'll土，すべてのヨ:活者151IlIについて，社会制祉，社会保隙及び公衆衛生の向上及び土問:iiliに

努めなければならない。

(教育を受ける権利，教育.の義務)

第 26条 すべて国民は，法律の定めるところにより，その能力に応じて，ひとしく教育

を受ける権平IJを有する。

2 すべてI賀氏は公律の定めるところにより，その'f*1'楼する子女にも千通教育を受:けさせ

る義務を負ふ。義務教手?は，これを無償と寸る。

(勤労の権利・義務，勤労条件の基準，児童書告使の禁止)

第 27条 すべて潟氏は，勤労のffu利を手jし，義務を負ふ。

2 i~1Ë，就業 11寺問，休息その他の勤労条件に関する基準は，法律でこれを定める。

3 児 Ìit~ ~土，これを両;!:使しではならない。

(労働基本機)

第 28条 勤労者の1'1:1紡する機平Ij及び団体交渉その他の[.11体行革IJをする機利は，これを保

附する。

([1俗)

(法定手続の保障)

第 31条 何人も，法律の定める手続によらなければ，その生命岩しくは r，r1I1 を ~if.はれ，

又はその他の刑罰jを科せられない。

(裁判を受ける権利)

第 32条 例人も，裁判所において裁判jを受ける機利を綜はれない。

(1略)

(基本的人権の本質)
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第 97条 この1益法が日本国氏に保附する主主本的人権は，人類の多年にわたる 1'1向獲得の

努力の成果であって，これらの伯ぷIJは，過去幾多の試練に犠へ， .lJ~ 1:1:及び将来の国民に

虫、jし，俊すことのできない永久の権利として信託されたものである。

(略)
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世界人権宣言

前文

194 8長Iミ12月 10 f] 

首:~ ~3 閉[;1;1 iili総会採択

人翌日相会のすべての構成良のli'i[イ了の線厳と平等で絞ることのできない権利とを求認す

ることは，限界における 1'1I主1，正義及び平和の基礎であるので，

人権の無視及び経悩が，人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし，言論及び傍仰

の 1'1Itlが受けられ，恐怖及び欠乏のない世界の到1:*‘が，…一般の人々の最高の願望として笠

されたので，

人聞が専 flilJと圧迫とに対する最後の手段として反逆にi1Ifえることがないようにするた

めには，法の支配によって人総をf思議することが111裂であるので，

諸問問の友好関イ系の発l交合促進することが， 111裂であるので，

!羽際 iili合の訪問 fì!;は，悶際Jill合 f~~ ì~ì: において，基本的人権，人附!の尊厳及び価 10町並びに

児女のI百]+:mについての信念を内確認し，かつ j ~'Ji回大きな l'lltl のうちで社会的進歩と生活

水中zの[1"1j会とを促進することをがとえましたので，

加.mI[þ~! f土， III際迎合と協力して，人権及び基本的 lel111のfFi極的f".~$:.m 及び巡守の促進を

逮成することを容がJしたので，

これらの権利及び白山に対する共通の ßlf%~は，この盟系J を完全に寸るためにもっとも喰

要であるので，

よって，ここに，図 I~~述合総会は，

長t会の各似l人及び各機関が，この凶界人権'紅言を;なに念頭に同:きながら， )JlIlV，IIJil自身の

人民のflfJにも，また， )川'，¥[I闘の符I1待Fにある地域の人民のliVJにも，これらの権利と 1，1111と

の尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの務遍的かっ効果的な承認と遵

午f とを閣内的及び箆|際的な漸進的持I!~iit!:によって徹保することに努力するように，すべての

人民とすべての[，，1とが迷成すべき共通の規叩zとして，この世界人権2主主iを公布する。

第 1条

すべての人IllJは， "1三れながらにして白山であり，かつ~~:弱まと純手IJ とについて IIZ空卒で

ある。人間は)1[1性と良心とを綬けられており 11いに[百l胞の精神をもって行動しなけ

ればならない。

第 2条

1 すべて人は，人綴， I文燃の色，似 ijl任，宗教，政治 tその他のjig、見， 11e[氏IYJ殺しく
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は社会的1-+.¥身， lI:Jiir;， 1"1地その他の地位Xはこれに類するいかなる事1I1による3在日11をも

受けることなく，この宣言にぬげるすべての後利と自，11とを!y.有することができる。

2 さらに，個人の織する陰|又l土地域がdU(，L医|であると，俗託統治地j成であると， ~W I~:I ii合

地域であると，又は他のなんらかの主権制限の Fにあるとを間わず，そのi羽又l土地域の

政治 1:.，管 I1侍 I:Xf土|忍 l際 iーの j也伐に )l~づくし、かなる差別もしてはならない。

第 3条

すべて人は，生命， 1'1 tll及び身体の安全に対する権利を有する o

第 4条

{ííf人も，奴織にされ，又は tz 役にHr~することはない。奴隷 ífjll 皮及び奴JJUE 殴は，いか

なる形においても然止する。

第 5条

例人も， f考附又は残虐な， ~I 人道的な符しくは)吊辱約な llldE1;f干しくは}fll郊を受けるこ

とはない。

第 6条

すべて人は，いかなる場所においても，法の下においても，人として認められる権利

を手iする。

第 7条

すべての人は，恒三の下において平等であり，また，し、かなる;)fA5jljもなしに法の平等な

保護を受ける権利を有寸ーる。すべての人は，この3宣言;にi皐!えするいかなる法別にお!して

も，また，そのような注目11をそそのかすいかなる行為に対しても，平等な保殺を受ける

権利jを有寸る。

第 B条

すべて人は，滋法又は法律によって与えられた基本的般利を{公安する行為に丸、jし， f在

阪を手iする悶内裁判所による効果的な欽淡を受ける純利を有する。

第 9条

例人も，ほしいままに逮捕，拘子夫， Xはi長!放されることはない。

第 10条

すべて人は， 1'1己の機手1J1えび主義務主主びに自己に去、jするJfll車交11が決定されるに当って，

独 i'，[ の公平な J批判所による公正な公IiH の議;耳目を受けることについて完全に、j1.-~'{f の純平11

を有する。

第 11条

l 犯罪の訴追を受けた者は，すべて，自己の弁護に必変なすべての保持を』チえられた公

開の裁判lにおいて法律に従って有罪の Sl.:imがあるまでは， 31TZFと械工Eされる絡利を手「す
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る。

2 M人も--)ヒ'行のH寺に|週内法Xは限|際法により Jll!Ji'を構成しなかった作為又は不作為の

ために有罪とされることはない。また，犯罪がれわれた11奇に道i則される刑罰jより震い)flJ

苦iJをi深せられない。

第 12条

何人も， 自己の私事，家肱"家庭桁しくは通信に弁lして，ほしいままに!二渉され，

又は名誉及び信用に対して攻惨を受けることはない。人はすべて，このような二l渉又は

主主幣に対して法の保護を受ける絡z手!jを有する。

第 13条

1 すべて人は，各i裂の境界内において自由に移転及びkdiTごする権利を有する。

2 寸べて人は，自[1;1その他いずれの悶をも立ら去り，及び自1'1<1に帰る絡z手IJを手Iする。

第 14条

1 すべて人は，迫害合免れるため，他l誌に避難することを求め，かっ，避難する権利を

有する。

2 この権利は，もっぱら非政治犯罪又は悶|際連合の目的及びIJj(ttlJに反する行為を旅閃と

する訴i1きの場合には，援JIJすることはできない。

第 15条

l すべて人は， [μ絡をもっ純利を有する。

2 何人も，ほしいままにそのl羽織を符われ，)Zはそのl羽織を変吏する権利を街認される

ことはなし、。

第 16条

1 成年の男女は，人種， [J~~ $}f. )( ~土宗教にいかなる fljlJ 限をも受けることなく，姉妹|し，か

つ家庭をつくる将利を 1Tする。成年の男女は，婿刷 '.1.' 及びその内1~Wí に際し，矯Þ~Iに関し

平等の機平IJをイ干する。

2 fr持矧は，附当事者の佐|此iかつ完全な合話、によってのみ成立する。

3 家庭は，社会の自然かつ基機的な集日!単位であって，社会及び|認の保泌を受ける村正平IJ

を千]する。

第 17条

i すべて人は，単M(で又は他の者と共同して財政を所有令する徳平IJを有する。

2 何人も，ほしいままに自己の財政を符われることはない。

第 18条

すべて人は，思i辺、，良心及 1び宗教の I~I 111に対する機利を有する。この純利は，宗教又

は信念:を変更する自 Itl;i(f.びに単Jrt(で又は他の者と共{白iして，公的に又はね、的に，布教，
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行事， :tLfド及び儀式によって宗教又は信念を表明する 1，1111を含む。

第 19条

すべて人は，意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は， T妙、を受ける

ことなく自己の;ほ凡をもっ 1;1ffl;¥(J.びにあらゆる手段により，また， [主I~~ を餓えると否と

にかかわりなく，↑Jj十'fUえび15j、i似合求め，受け，及び伝える 1)11I1を合む。

第 20条

1 すべての人は，平和的集会及び結社の自性|に対寸る後手IJを千fする。

2 何人も，結社に脱することを強fljlJされない。

第 21条

1 すべての人は，夜桜に又は白 l主lに選出された代表者を通じて， I~I 阪の政治 lこ参与する

権利を有する。

2 すべて人は，自悶においてひとしく公務につく権利をギlする。

3 人民の意思は，統治の絡カの基礎とならなければならない。この滋忠は，定期!のかっ

五[IEな選挙によって表明されなければならない。この選挙は，平等の新fi通選挙によるも

のでなければならず，また，泌総投柴又はこれと同省;の自 FHがi)f:附される投紫手続によ

って行われなければならない。

第 22条

すべて人は，社会の 員として，社会保隙を受ける機利を有し，かつ，国家的努力及

び[玉|際的協力により，また，各協の総出~及び資源に応じて， 佐|己の空宇厳と自己の人絡の

1'1 IHな発展とに欠くことのできない総評rl'I'J，社会的及び文化的線利を実現する線利を有

する。

第 23条

1 すべて人は，効'J!;し，職業を 1;11主l に選択し，公立かつ有平IJt~勤労条件をjHtfihE し，及び

失業に対する保護を受ける権利を布ーする。

2 すべて人は，いかなる溌別をも受けることなく，問等の勤労に対し， [fiJ等の報酬を受

けるj和平IJを布する。

3 勤労する者は，すべて，自己及び家政に対して人間の柊厳にふさわしいlt.'.1舌を保障す

る公立かっイ1引!な報酬を受け，かっ，必要な場合には， {I也の初会的保護手段によって掛i

y官を受けることができる。

4 すべて人は， 1;/ 1三の利益を保護するために労働組合を組織し，及びこれに参加する絡

手IJを有する。

第 24条

すべて人は， 7if1sJ lI!j聞の合耳目的なfljlJ限及び定期的な手i給休II[現を含む休足、及び余似をも
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つ後利を有する。

第 25条

1 寸べて人は，衣食住， I45波及び必~な社会的施設等 lこより，自己及び家族の終成及び有;

祉に|分な生活水準を保持する機手IJ;l~ びに失業，疾病，心身隊筏，配偶者の死亡，老齢

その他不可抗力による生活不能の場合は，保隙を受ける権利を有する。

21ミ]とイs とは， 4'#:5]1)のi以後及び援助を受ける権利を有ーする。すべての児蛍は，嫡U:Iであ

ると否とを1mわず，開1じ社会的保護を受ける。

第 26条

1 すべて人は，教育を受ける将iぷIJを有する o 教育は，少なくとも初等の及び基礎的の段

|術においては，無償でなければならない。初等教育は，義務的でなければならない。 技

術教育及びI隊業教育は， 般に平IJJIJできるものでなければならず，また，高等教資は，

能力に応じ，すべての者に等しく開放されていなければならない。

2 教手?は，人絡の完~な発展並びに人総及び法本的自 11:1の II字m:の強化を目的とし必けれ

ばならない。教育は，すべての悶Xは人極的若しくは宗教的集聞の机1I1会的lのJlH解，党若手

放び友好関係を明進し，かつ，平和の維持のため， 1主i際i1f合の活動を促進するものでな

ければならない。

3 組u土，子に与える教育の積YJ'iを選択する俊先的権利を布ーする。

第 27条

1 すべて人は，白山に社会の文化生活に参加l し，芸術を ilitr{~ 1~t し，及び宇|〆ヂの illi 7l-" とその

比l，ttとにあずかるやm手IJを司iする。

2 すべて人は，その創作した科学的，文学的又は炎術的作品から生ずる粉神的及び物質

ドYJ利誌を保殺される半年平IJを手iする。

第 28条

すべて人は，この宣言に掲げる線 flJ及び白山が完全に実現される社会的及び悶|際的秩

序に対する機手IJを有する。

第 29条

1 すべて人は，その人絡の自民iかっ完全な発肢がその "1:1にあってのみ可能ぞある社会に

対して義務を負う。

2 すべて人は，1'1己の権利及び 1'11I1を行使するに当つては，他人の権利及び自 111の IJ命、当

なiK辺、及びJW豆fを{品川草すること並びに民主的社会における道徳，公の秩序及び一般の福

祉の正当な嬰求を満たすことをもっぱら目的として11:、仰によってヱEめられたililJl恨にの

rみm~す『る。

3 これらの権利及び 1'11"は，し、かなる場合にも， 1'[，'1際迎合の目的及び原則lに&して行使
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し -(f土 t.~ らえ口し、。

第 30条

この'.e1:';sのし、かなる規定も，いずれかの[H，集I辺又は佑|人に対して，この宣言に拘げ

る絡手IJ及び 1，1111の破壊を目的とする活動に従事し，又はそのような目的を有する行為を

行う権利を認めるものと解釈しではならない。
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(目的)

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

平JiX:1 2主ド 12)j 6 日

法 律 第 147号

第 1条 この法律は，人権の尊重の自宅裂性lこ関する品官、織の出iまり，社会的身分， 1") 1也，人

積，信条:X:f土悦月1)による不当な近日1)の発生等の人権佼容の現状その他人憾の擁設に関す

る内外の情勢にかんがみ，人権教育及び人権啓発に 1M;)する施策の推進について，凶，地

方公共同体及びJl'Jt誌の災務を明らかにするとともに，必裂なげr-ir~t を定め，もって人権の

機殺に資することを目的とする。

(定義)

第 2条 この法律において，人権教育とは，人絡線11[[の精神の泌養を目的とする教育活動

をいい，人始終発とは， [司氏の聞に人維持活のJl.H念を首及させ，及びそれに対する[口氏

のJlJ1W(，を深めることを目的とする広報その他の勝発活動(人権教育を除く。)をいう。

(基本理念)

第 3条 医l及び地方公共団体が行う人機教育及び人権砕発は，学校，地域， E主民E，職j成そ

の{むの傑々な~~を通じて， I'm氏が，その発迷段階に応じ，人持母 X~( のJlJ!念に対する耳I!解

を深め，これを体千りすることができるよう，多燥な機会の提供，効果的な手法の採用，

["i:[氏の ['1主性の祢追及び実j危機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

(閣の資務)

第 4条 IsIは，白IT条に定める人権教育及び人線機発の基本耳Jl念(以下「総本政!念」という。)

にのっとり，人権教育及び人椛砕発に関する施策を策定'し，及び実施する資務を有する。

(地方公共団体の資務)

第 5条 地方公共|守|体は，桜木理念にのっとり，悶とのJili携を凶りつつ，その地域の実情

を，踏まえ，人権教育及び人権幹発に際する )j画策を策定し，及び;J付近する武一務を有する。

(国民の責務)

第 6条 悶氏は，人絡尊重の精神のif!i養に努めるとともに，人権が移議される社会の実現

に'寄与するよう努めなければならない。

(基本計画の策定)

第 7条 閣は，人絡教育及び人絡 l;判官に関する施策の総合的かっ出削的な惟進をIzlるため，

人権教育及び人権収発に佼1する基本I't'J!;宣言卜闘を策定しなければならない。

(年次報告)

第 8条 政府は， f正{!'" I迎会に，政府が講じた人権教育及び人総務発にIJii)する!応策につい

ての報告を提出しなければならない。
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(財政上の指置)

第 9条 |主|は，人権教育及び人権I啓発に関する胞策を災li在する地方公共陛|体に文jし，当該

施策に係る事業の委託その他のJYit，により，財政との十日置を講ずることができる。

附則

(施行期日)

第 1条 この法律は，公平ff の iヨから焔行する。ただし，賀~ 8条の規定は，この法律の施行

の1'1の属する年度の55!年度以後に論じる人権教育及び人権勝J8に限lする liIJi策について

逃i!TJする。

(見直し)

第 2条 この法律は，この紘一律の施行の 1:1から 3{I".以内に，人権擁護胞策推進、仏(平成 8住

I:tf，↓tiH12O号)i;(~ 3条第 2.IJ{に主主づく人絡が佼容された場合における被設者の飲済lこ

I*Jする総策の光実に|刻するよ仁木的事項についての人権擁滋推進議議会の淵資審議の高!:

来をも踏まえ，見l紅しを行うものとする。

人権教育及び人権併発の挑進に関する法律案に虫、lする付帯決議

IドJili:1 2 "1コ llJJ1511

衆滋!坑法務委民会採択

この法律の1血行に伴い，政府は，次の，rk"{に絡段の配慮:をされたい。

1 人権教育及び人{義務発に関する)~~本音1.rllTiの策XEに当たっては， fj政の'1"3'[性に配慮し，

地方自治体や人権に関わる民間|現体;等関係各Jjrmの怠 ÿ~ を|分踏まえること。

2 iIIi項の基本計匝11は， r人搾教育のためのI'tiHlll0年jに関する悶|村行動言|凶!等を踏まえ，

ヨ官実したものにすること。

:o r人権の 21世紀j実現に["I'iJけて 1:1本における人依政策確立の取組は，政治の般底・

基本に蹴くべき 11mh訟であり，政府・内閣全体での諜脳として明附ーにするべきであること o

人中主教育及び人材rPi射E の推進:に沙門一る法律~に対する付幣決議

srL 11X: 1 2叶ー 11 月 2 8 FI 

参議税法務委員会採択

政府は r人権の 211止紀Jを実現するため，本法の施行にあたっては，次の諸点につ

いて絡段の努力をすべきである。

1 人権教育及び人権幹発の指進に隠する水位、のよt本:jll!念~，lfi:びに|羽， l也 )j公共 i刃{本及び|淵

氏の哉、務について間知徹底を関り，ポjに公務員による人権佼寝のないよう適切な術後を

日昨ずること。
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2 人絡教育及び人権併発の推illゐに校jする;Js会本NI悶[の策定にま!たっては，地方公共[オ|体や

人権にかかわる民間間体等 1)1;J係各方問iの意見を卜分に踏まえること。

3 人権教育及び人機砕発のJイ[進にIWJする基本ifl闘は人権教育のためのE団連 10年Jに

関する図F人I行!li)J百卜耐等をsi!fまえ，充実したものにすること。

4 人権政策は，政治の般!氏・基本にi泣くべき援要課題であることにかんがみ，内閣全体:

でその1Ij(k，[lに努めること。
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人権 尊 重 の 都 市 宣 言

平成 8年 3月 15日

議 決

私たちは， I二|本|叫;訟法により性一命， 白山及び-;'Í:~~偏i1主 ;1ミについての法本的人機が永久の権

平11としてイJf:l¥取さJ札ている。

しかるに，近年における人権終悦の思想;lを反映し，ややもすれば手Ij己主義，人命軽視等

他人の人材iiを狩:援する泊、織の欠如が見られることは，まことに憂慮に耐えないところであ

る。

今こそ，広三本的人維のヰヤC.!](¥を市民3::併記の目標とし，明るく 11みよい心やさしい品活元気

持11iliづくりのため，ここに，悠[(i1j市を「人総持団;の者IliliJとすることを笈殺する。
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笠岡市人権尊重の都市づくり条例

平}戊 13 {ド 12JJ21日

条例第 31号

「すべてじ〉人間は，生まれながらにして r，1は|であり，かっ，尊厳と緩和jとについて平等

である。 j とした HI界人将宣含，また，すべての法本的人僚を{以降した日本|主!慾法の)1[[念に

基づき，本市は人ffi時現の者[$T行賞討を行った。このま〔設の趣旨にのっとり，すべての市氏

の万いの人権が線東される明るく i:]:みよい社会を実現するため条例を制定する。

(目的)

第 1条 この条例は，人権移IKcに関し，yt;及び市内に採らすすべての者(以ド「市民j と

いう。)の責務をf9Jらかに寸るとともに，その}jili策の基本となる本庁lを'iEめ実施するこ

とにより，すべての市民の人権が大切にされ， 会人ひとリが生きる事びを~J，\L~できる人

線枠涯の社会を実現寸ることを倒的とする。

(市の責務)

第 2条 市は r11j条の目 的を達成するため行行政のあらゆる分野において人権線震の視

ぷに立って llii り車11むとともに，人権~，~:1主の都市づくりに関する施策(以下「人修施策j

という。)を rltr倒的 lこ H~illiするものとする。

(市民の責務)

第 3条 jli J支は， [:1らが人権移民の都市づくりのtnv、手であることを認識し，人権が線車

される主l会の実現に'寄与するよう努めるものとする。

(基本方針)

第4条 市長は，人権施策を総合的かっ ~I 閥的に雑進するため，人権施策泉本方針を'iEめ

るものとする。

2 人材'rUi住策法本方針は，次に渇げる事項を定めるものとする。

(1)人絡尊惑の主主本理念

(2) 人絡に|刻する怠fi哉の向揚に院jすること。

(3)友性，子ども， Fh齢者， 1時答者， It<J平111問題，在住外国人，fJ:.¥ :?r' ~tr: の人権に闘する|日l

JWについての施策に関すること。

(4) 前各 J号に防げるもののほか，人総}jfliJ有を推進するために必要な事現

(人権施策推進委員会の設置)

第 5条 人権焔策 li~本;方針その他人娘Jj包策について調査'が滋及び般進をするため，笠岡市

人~f;焔策推進委員会(以下「委員会 j という。)を設践する。

2 委員会は，前よJ:iにm'iE寸る事項に限1し， difえに意見を述べることができる。
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(委員会の組織等)

第 6条 委員会は，委員 15人以内で組織する。

2 委員は，人権に以jし識見を手lする宥のうちから， TH12ーが委l腕又は任命する。

3 委員の任期は 2年とし同任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の主主

{l!~J nnと寸ーる。

4 白iT各岐に定めるもののほか，委員会の組織及びiili営に関し必型車!な事項は，規tllJで定め

る。

(委任)

第 7条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必裂な事吸は，市長がlJIJに

;むめる。

附則

この条例は，平成 14 {I三4月 1日から施行する。
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笠岡市男女共同参闘i推進条例

目次

前文

1ff~ 1章総則(第 1条~第 6条)

If!. h見15tf'.7jjl日

条 例 第 21号

2f}2常男女共同参同社会の形成の術進lこ関する基本的施策(第 7条~首i1 6条)

1Jt~ 3 ~~~i~ 児女共同参郎社会の形成を i位認する行為のfI剤師l! (tf117 条。第 1 8条)

第 4顎:般進体制(第 19 条・:M~ 2 0条)

zfJ5ヰ主主fil!iJ (第 21条)

何十日IJ

すべての人が役目IJにかかわりなく側刊=と能力を卜分に発慨し 1iいに人権を線怒し合う

!3女共同参H闘争I会の災現はJ液製なJ淡路である。

本市においては，平成 13咋 12 jj 旬、i品Ji打人絡尊重の都市づくり条例を:!jIJ7Eし，すべての

市民の lEいの人権が尊返され，明るく住みよい社会を実現するための人権尊重の泌策を進

めている。 58女共ド，J参両社会の実現にri，]けては，その十自主|となる「かさおかウィズプランJ

を法に， 1'1'[傾的に施策を展開しているが，今なお悦別による間定的役割|分十Hiifl識やそれに

)ì~づく社会的償行は，依然として絞っている。また，配偶者からの暴力が長l 会問題化する

など，真の男女平等の達成には未だ多くの，1JIl題が残されている。

急速に進む少子前i齢化，開度情報化及びl司際化の!ドで，þi~ に調和Iのとれた活力ある 151か

な地域全I会を築いていくためには，労女が共に対等な立場であらゆる分野に参画し， 一人

一人の官li値観に法づいた多燦々生き )jを選択することのできる r{lみよいまらj を創造寸

ることが不可欠である O

このような認識から，汁j'， i!i L1e及び事業者が 休となって児女共同参D!Ii1':1会の実現に|向

けた取組を総合f向かつ計l喧II'](Jに:J1(ik佐:寸るため，この条例を制定する。

第 1寧総尉

(目的)

第 1条 この条例は，男女共同参阪社会の形成に除!し，基本f'[!金を定め，f!l， Tli氏及びm
業者のi主務をゆiらかにするとともに， PJ女共I"J参画社会の形成を羽J没:する胞策の基本的

な事項を7Eめることにより，男女共同参ITfii社会の形成を総合的かつ百H時Ii'y'lに推進し，男

火の例府1:及び噂l減が中j'られ，活力ある 41かな地域社会の災現に資寸ることを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において，次の各ちに拘げるJII紛の定義は， ~H亥各号に定めるところに

19 



よる。

(l)男女共同参削社会 男友が性別にかかわりなく伽|人として尊草され，材会の対等な

構成員として，自らの怠Jよ;によって社会のあらゆる分野における 1i1i'illlJに参iiHiする機会

が総保され，男女が均等に校会的，政治的，経済的及び文化的利益を宇一受することが

でき，かつ， jbにまt任を.[1!う討会をいう。

(2)絞倒的c)(:1，長崎霞 社会のあらゆる分野におけるf活動に参両する機会についての3}

丸一問の終 ~i~ を改善するため，必要な他聞において男女のいずれか )jに対し， Zfi談機

会を綴桜的に挺供することをいう。

(3) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等から受ける精神的，経済的，身体的又は

i長一 fh~f I~!<J な恭力及びf長待をいう。

(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の間体をいう。

(基本理念)

第 3条 男女共同参防相会の形成は，男女が依接的であるか間接的であるかを1mわず悦別

により注目IJされることなく，倒性と能力を|分lこ発燃する機会が総保されるとともに，

一切の暴力を排除し，佑|人としての人絡が尊返されることを日として，れわれなければ

ならなしL

2 男友共J"J参l山|社会の形成は，社会における制度;又は J慣行が， -[生日IJによる|剖定的な役'!WJ!

分担等を反映して，男女の社会における活動の選択に対して影轡を及ぼすことのないよ

う舵販されなければならない。

，3 'J; f;t;共同参iIrti社会の形成は， FJ:女が政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が般保されることを旨として，行われなければならない。

4 !!j女共PiJ参削相会の形成は，男女がj'fl瓦の協力と社会の支援の下に，子の養手i{， 家族

の介護その他の家庭生前における活動及び社会'1.'1mにおける活動に対等に参間|するこ

とができるようにすることを冒として， :("Jわれなければならない。

5 9j女共[[iI参倒相会の形成は，男女が7iいの性を耳Ili干し合い，性と生殖に隠する健康に

法lし，伽|人の人権が尊議されることを旨として，行われなければならない。

6 1)}女共同参問!相会の形成は，児女共前j参院lの托Hlli;6\j'El I際社会における lJ!Ü~l と街桜な関

イ系を有していることから国際的な交流と協力の下に行われなければならない。

(市の責務)

第 4条 ，I'j i土，男女共同参両社会の形成の雌ijjjに|おする施策(綴わ極的改答指簡を合む。以

F同じ。)を策JEし，及び;だ腕する責務を有する。

2 ilj i土，前項にi比定する施策を惟逃するに当たり，凶.y日，事業者及び市民と相互に述

。tと協力を図るよう勿めなければならない。
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(市民の責務)

第 5条 市民は，男女共同参IUli社会について月11停を深め，家庭，学校，地域，職場等のあ

らゆる場において，男女共同参削社会の形成に努めるとともに， íli が ~Ji面する前条~~ 1 

1及に規定寸る)j証策に協力するよう努めなければならない。

2 rliEi6は，家庭，学校，地域，職場等において， ドメスティック・バイオレンス又はj投

待の事実を知った場合には，関係機際へ通報するよう努めるものとする。

(事業者の寅務)

第 6条 事業者は，その事業活動に闘し I Ef~ 3条の基本経l念にのっとり，男女共間参削全1:

会の形成に 1"1 ら努めるとともに，T/iが~施する 2454 条21312廷に規定する施策に協力する

よう努めなければならない。

2 事業者は，男女共!日j参附H 会の形成のため，当該事業活動に関し，積傾的改古~;.tl}-ii与を

講ずるよう努めなければならない。

第 2章 男女共同参商社会の形成の推進に関する基本的焔策

(基本計画)

第 7条 市長は，男女共I;'IJ参肝IT社会の形成の抑 jfgに関するj迩策の総合的かつ苛I-f岡f内な推 jfg

を|立i るため，男女共 InJ参阪社会の形成の持進に関するよL~本的な，H但!i(以下 r Jl~本計画 J

という， )を策定しなければならない。

2 r1i長は，主主本計画lを策定するに当たっては，iI1氏のな見を反映することができるよう

適切な十日際を講ずるものとする。

3 d'i 1毛は，主k*il卜l闘を策定したときは，これを公表するものとする。

4 前 3攻の規定は，総本計 Ii1iiの変更について幣YIJする。

(調査及び研究)

第 B条 rlî は，男女共|河参[~f[社会の形成に限l し，必姿な秘資及び研究を行うとともに，情

報及び資料を収集し，市民及び事業者へ提供しなければならない。この場合において，

笠岡市似人情報保護条例(sド成 13 '1三笠附i市条例負荷 13号)にぷづき，個人情報の保線に

f!iiJし配地、をしなければならない。

(普及瞥発)

第 9条 市は， 51)女共間参副社会の形成にjj(，Jして，広く市民及び事業者のsl'解が深まるよ

う I害発，学習促進等にf1~倣的 lこ努めるものとする。

(年次報告)

第 10条 市長は，男女共同参阪社会の形成の十if近tに関する純i策の彬jfg状況等を明らかに

した年次報告書を作目&;し，公表するものとする。

(市民又は事業者への支援)
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第 11条 市は， jrîJ込又 l士事業者が ~)J血する Yj-t;共Ifil参両社会の形成に関する自主的な取

品目に対し，情報の提供その他必主主!な支援を行うものとする。

(家庭生活等と職業生活の阿立支援)

第 12条 市は，男女が共に，育児，介殺その他の家J立生活及びよlliJ成生活と l峨業生活とを

[iIfj立することができるように， 子の養育及び家l伐の介護等において必要な支援を行うも

じコとする。

(教育の機進)

第 13条 学校教手f及び紅会教育に携わる者は，男女共|打l参同社会の形成に来たす教育の

重要性を淡く認識し，教育本来の釘的を実現する過私『において，男』ぇ:共/i司参闘相会の2巨

木jOFg念に配慮して教育をわうよう努めなければならない。

21'ITI土，次代をtrlう子どもたちの教育にI刻し，男女が共に綴倒的に参閥寸るよう柊発に

努めなければならない。

(相談の対応等)

第 14条 mは，性別による差別的扱いその他の男女共同参阪社会の形成を限議する人絡

の侵害に関し， 11T!え又は事業主iーからの相談の中!十iがあった場合には，関係機関そ?と協力

し逃i切な撚践を講ずるよう苦手めなければならない。

(審議会等における綴械的改善措澄)

第 15条 市長その他の執行機関は，附胤機関として設鼠する審議会等の委践を委嘱し，

又は任命するときは，男女いずれか 方の髪一段の数が，委員の総数の 10分の 4未満と

ならないよう努めなければならない。

(苦情の処理)

第 16条 市民及び事業者は，r[iが実施寸る男女共|司参凶I社会の形成の抑進に I~Jする )!tíì 策

について背情があるときは， d'i 1是に申し[:[:11ることができる。

2 市長は，市jJ品lの'1"，，['，を受けたときはjQIT切に処JO![!しなければならない。

第 3章 男女共問参両社会の形成を限答する行為の制限

(性別による権利侵害の禁止)

第 17条 例人も，男女共防1参If同相会の形成を1111'[討する次に掲げる行為を行つてはならな

し、。

(t)家庭，今q交，地域，職場等あらゆる場において，性別による差別的討が]又は相手

の辺まない性的な言動等lこより，不快感桁しくは不利益を与え，又l土生活環境を答す

るような行為

(2) ドメスティック・バイオレンス

(m民に表示される情報に関する措置)
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第 18条 市は，Jよく市民lこ表示される情搬において，性別による防l定的な役lt~!J 分布1及び

異性に対する暴力等を連想させ，又は助iをする変貌その他不必要な制的表吸をしないよ

う努めなければならない。

第 4章推進体制

(推進体制の整備)

第 19条 r/ilま， TIJ氏，事業者と ELいに協倒して男女共!日l参附社会の形成の峨進にI射する

)j画策をi工]滑，総合的に企[m[，澗f史及び実施するため，市長を長とする推進体ililJをま産備す

るものとす→る。

(男女共|司参爾推進委員会)

第 20条 jli長は，兇女共防l参mnit:会の形成の推進に関する施策について，笠岡市男友共

[百l参，[!fi推進委員会(以下「委民会j という。)を設iiitし，意見をlrrg(くことができる。

2 委員会は， I関係者に対し資料の俊Uj及び説明lを求め，必裂があると認めるときは，当n主

関係者に対し是1:1'ーそのf也の十日置を論寸ミるよう勧告J/tを行うことができる。

3 委員会は，市長が委嘱する委員 15人以内をもって組織する。

4 男女のし、ずれか一方の委員の数は，委員の総数の 10分の 4米満とならないよう選任

するものとする。

5 委員の千:UVJは， 2年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，

FÌÍi任者の妓任期日~とする o

6 委員は， Ifj任されることができる O

7 riiT各l笈に定めるもののほか，委員会の総織及びlill常にI!lJし必姿な事項は，規則で定め

る。

第 5章補則

(委任)

第 21条 この条例に7tめるもののほか，必要な事 i創立， #iJlIJで定める。

附則

この条例は，公布の!こ|から施行する。
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笠岡市子ども条例

平日&24 {rニ 12fJ27fJ

条例第28号

子どもは，米来への1音波であり人の人情!としてその綿厳が守られるかけがえのない

存在です。

子どもは.f/i手IJについてiEしく学び. 1'1らの絡先手Ijを実現することで，ほかの人の権利を

的‘援できるようになります。そして，さまざまな権利がそ「られることで，法かな子ども時

代を過ごすことができるようになり，社会の一段として lel'iLした大人に月比長していきます。

現代の社会には，子どもの+f!，手Ijを伶かすさまぎまな問題があり，このようなI時代を乗り

，1惑えていくには， 子どもが生きる力を身につけることが大切です。

子どものヨきる)]をt}s:うためには，家庭や地域を"1'心とした松会全体で愛されることが

必裂です。子どもは愛されることにより， 自分も周りの人も愛寸る気持ちが司令まれます。

さらに，自らの可能性を信じ，日燃に|古iかつて0;jJを重ねていくことで，白分自身を的iめ，

¥W.かな人向性を育んでいくことができます。

47:li4117に住む子どもが，心思かに成長す一ることは，すべての市民の傾いです。大人は，

子どもの権利条約lこぶづき，子どもの絞iZLの手IJ絡を第 に考えます。

ミ1:IIIiJ rliは，地域の行事や 11々の暮らしをi凶じて，子どもとのふれあいを大切にします。

さらに，家庭，空宇校関等，地域社会 J :~fr 3住所及び市が協倒Iすることにより，まち全体で子

どもの際かな育ちを支え合う f十組みを終え，子どもが1，}tと手伝盟をもち，安心して幸せに生

活することができるまらのえ:吸を|ニ|指し，この条例を定めます。

第 1章総則

(目指すもの)

第 1条 この条例は，子どもの半せを第一に考える視点のもとに，次代を担う子どもが主任

来に喜)cと希裂をもち，安心して心段かlこ脊つことを目指します。

2 この条例は. 1"1指すものを災現するために，次のことを定めます。

(!)子どもの育成についての絵本的な考え方

(2) 干どもの権利

(3) 大人の役割|

(言葉の定義)

第 2条 この条例において Ni'梁の意味は次のとおりです。

(!)子ども 1 8歳米織の人をいいます。

(2)協{動 家庭，学校Ihll匂，地域社会，事業所及びrliが，それぞれの来たすべき役書11を

自覚し. II"Jじ目標に向かつて，百いに支え合い，協力することをいい求す。
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(3) q:校[税等 保育所，主iJ税関，小学校，仁1"1学校吉パ?とy'.校，特別支援学校，児童倒

制方面;設などの施設をいいます。

(4) 地域社会 地域に住む人や，地域で活動をしている間体をいいます。

(5) 事業所 rIi内で事業活動を行う似人や法人をいいます。

(基本的な考え方)

第 3条 子どもの脊J!比についての基本的な考え方は次のとおりです。

(j)子どもは，ヨミまれながらにして勾人の人間としてその権利が守られ， kt草子の利益が

保!保されるかけがえのない存在です。

(2) 大人は，子どもには俗i人去をや発達段階があることを ~j忍識し，心のふれあいを大切に，

子どもとの信頼関係を築いていきます。

(3) 大人は，それぞれの果たすべき役割を詰官、織し"):[し、に協側lしながら，子どもを取り

巻く環境を整え，子どもの生きる )J1:育んでいきます。

第 2章 豊かな子ども時代を過ごすための大切な権利

(子どもの権利)

第 4条 この15に定める権利は，子どもが成長していくために，特に大切なものとして保

隙されなければなりません。

2 子どもは，その年齢や発途段階lこ応じて，ふさわしい配慮がなされ，支援を受けるこ

とができます。

(権利の尊重)

第 5粂 子どもは， 1'1らの後利が尊極されるのと同じように，ほかの人の権利も線怒しな

ければなりません。

(生きる機利)

第 6条 子どもは， lel分らしく生きていくために，主として次のことが保|時されます。

(j)白分の考えや気持らを自 1[1にもつこと。

(2) 11H'Iやほかの人との迷いが認められ， 人の人間として将軍されること。

(3) 夢を抱き，それに向かつて挑戦すること。

(守られる権利)

第 7条 子どもは，安全に安心して生きていくために，主として次のことが保附されます。

(1)点待やいじめなど，あらゆる暴力から守られること。

(2) いかなる i&~:lJIJも受けないこと。

(3) プライパシーや名誉が守られること。

(育つ権利)

第 8条 子どもは， lijjかに育つために ~L として次のことが保附されます。
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([)遊び，学び，i本，ru，すること。

(2) :文化，主5術，スポーツを体験すること。

(:3)自然に籾しむこと。

(参加する権利)

第 9粂 子どもは， 1'1ら社会に参加するために :tとして次のことが保|嫁されます。

([)自分の怠見や考えを自 111に表すことができ，それが尊重されること。

(2) 仲間をつくり，集うこと。

(3) 社会に参削し ~&i:、比が活かされる機会があること。

(4)社会参加への適切な支援が受けられること。

!Jfj3章大人の役割

(家庭の役割)

第 10条 保護者は，子どもとともに育つなかで，心のふれあいを過して，子ども自らが

愛され大切にされていると尖J誌できるような家庭づくりに努めます。

2 保護者は，子どもに生活復慣を身につけさせ，社会のルールを教える21{壬があります。

(学校閤等の役害1])

第 11条 学校閥等は， 子どもの年齢や発達段階に応じた知識や技能を身につけさせると

ともに，子どもが自ら考え，解決していくカを育てるように努めま寸 O

2 学校関空宇は，子どもが集[jejの，c["でLr:し、に文えあいながら， lelらの iiJ1il3 ，t'lを高め， 自分

らしく生きて行くことができるよう段かな人[IVJ，t'lーややt会Nを育てるように努めます。

(地域社会の役割)

第 12条 地域社会は，子どもが安心して気持ちよく過ごすことができる環境づくりに努

めます。

2 地域社会は， 子どもがl也J成の 践として，行事や活動に参加し，自然や文化に親しむ

機会を艇供するように勿めます。

(事業所の役割)

第 13条 事業所l土，子どもを育成することが未米の社会の fI! い手を育てる大切な'~;7;メで

あることを認識するとともに，似Aj込者が安心して仕事と家庭をl尚Yι しやすいように環境

を整え，学校闘争;ゃ地域社会とのJili+j~) に勿めます。

(市の役割)

第 14条 m~土，家庭，学校 l必等，地域紅会及び事業所と協働しながら，それぞれの役割

が51!:たせるように支援や調f誌を行い，条例の目指すものの実現に|向けて椴逃していきま

第 4章推進するための取組
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(言十闘と評価)

第 15条 rfj，土，子どもの脊成に|刻わるl政組を，総合的かっ*I*-統的に椛逃していくための

iH削をつくり，わかりやすく公表します。

2 ili，土，言卜間[に基づき，安心して子どもを鐙み育てることができるよう総合的な文媛に

llxり綻lみます。

3mは JfH-釦lに必づいて実施した取組の結果について評価し，わかりやすく公表します。

4 市は，評Illfiした内谷を噂重し，必要な蛸躍を取るように努めます。

(推進会議)

第 16条 市は，家庭，学校|議I'i千，地域社会及び事業所と協働して子どもの育成に関わる

Jlx*札を，総合的かっ継続的に進めていくために，推進会議を設置します。

(子どもの意見安聴く機会)

第 17条 Tt，は，子どもの視点や怠見をまらづくりに反映させることができるように子ど

ものJJJ:!riを]fIslく機会を設けます。

(笠岡市子ども週間)

第 18条 市は， 1:耳年 11月第 2YJ1総日からの 1週間を「笠i面iJfti子ども週間Jと定め，家

民工ーや地域討会のなかで，大人と子どもが心のふれあいをより深めるための週間とします。

(相談体制の充実)

第 19条 ili，土，文援が必要な子どもや子77て家胞に対する相談及び支援体制の充実に努

めま寸ー。

(虐待やいじめなどへの対応)

第 20条 ili，土， IM;J係機関と述携を深め， cr-どもに対する虐待やいじめなどの防止や早期

対応、に努めます。

(広報)

第 21条 市は，この条例の目指すものや内容を子どもや大人にわかりやすく広めていき

ます。

(委任)

第 22条 この条例の実施に関し必裂な事項は，市長が日IJに定めます。

鮒員Ij

この条例は，平成 25{1'.4J'] 11二|から施行します。
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笠岡市側人情報保護条例

)，)次

第 l軍総則(第 1条~第 5条)

第 2信仰人情報の収集(第 6条~第 15条)

1;f~ a t~e 倒ノ]、 rr~l. ュ!と等(第 1 6条~第 26条の 2) 

第 4布、附勝機際(第 27条・第 28条)

第 5殺事業者が保有する側人情報の保滋(斉'129条~第 :31条)

ff~ 6常 鮒HI)(第 32条""':N13 5条)

第 7I戸別W)(第 il6条~第:l9条)

)~'l l!I) 

第 1章総員Ij

(目的)

ヰ!.n比1 :3チド :3))27 日

条例第 13号

第 1条 この条例は，r!iが保有する伽i人情、恨のI!Iiii[な取抜いの確保に関する基本的な三il攻

を主主めるとともに，自己に隠する何人情報(以ド「佐|己情報Jという。)の開示，訂正.等

を求める村I利を明らかにすることにより， rti氏の法本的人権をjjffiI穫することを i二|的とす

る。

(用認の定義)

第 2条 この条例において，次の各号に褐げる11)訴の1主主主は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。

([)実焔機関 市長，教脊委段会，選挙i1;rm委民会，公平委員会，敗資委員， f良業委員

会， )剖Ji::資産評価I築資委員会，公営企業 1~;:rlH者及び議会をいう。

(2) 公文書 士主岡市情報公開条例(平成 10年後岡市条例第 1il号。以ド「情綴公IJfJ条

がi)Jという。)第 2条第 2号に規定する公文設をいう。

(3) 個人情報 生存する側人に関する情報(事業を"11[;む個人の当該事業に関する情報を

除く。)であって，特定の佑|人が識見1)され，又は識見1)され得るもので，文議， I割削，

写真，ブイノレム，綴気ディスク，磁気テープその他 切の媒体に記録されるもの又は

されたものをいう。ただし，法人に隠して記録された情報に含まれる当該法人の役員

に関する情織を除く。

(4) 保守i仰|人情縦 突}j包機関の峨iせが職務)'.作成し，又は取得した倣l人情報であって，

当該実施機関の般民が組織的に手1)JI)するものとして，当核実施機関の公文書に記録さ

れているものをいう。
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(5) 似l人情報ファイル 保病個人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるものを

いう。

ア 一定の事務の 1，1i'1(Jを達成するために特定の保有佑|人情報を電子計算機をmいて検

長持することができるように体系的に併成したもの

イ アにぬげるもののほか) ---7Eの事務の EIi'V'lを達成するために氏名. !t'l月日，そ

の他の記述等により判定の保有側人情、織を谷必に検索することができるように体系

的に桃成したもの

(6) 事業者 法人その他の日|体 CI国及び地方公共股|体を除く。)及び事業を叙'む倣|人をい

フ。

(7)電子計算組織 浴子計算機及び|刻Jlli機器を使用し 7主められたー速の処成l手順に従

って事務を処加する組織をいう。

(実施機関の寅務)

第 3条 災施機関は，市民の基本的人権を擁護するため，伽i人情報のi直iLEな取扱いについ

て必姿な十ll伎を講じるとともに，各艇の)i極策を通じて佑|人情報の保殺に努めなければな

らない。

2 実施機関のJ[般及l土，その職務に関して知り符た{詩人情報を他に漏らしてはならない。

その織をi設いた後も，同級とする。

(m民の実務)

第 4条 市民は，側人情報の保護のm要性を認識するとともに，柱l立に基本的人+告を尊最

し，似人情報の保護に努めなければならない。

(事業者の資務)

第 5条 事業者は，その車業 !'JW)Jの実施に当たっては，この条例の雌訴を卜分に ~\(Æ( し，

側人情報に係る市民のぷ本的人+mの侵害?を防止する挑伎を締じるとともに，伽!人情報の

保護に限lする市の焔策に協力しなければならない。

第 2章個 人 情 報 の 収 集

(収集の原則)

第 6条 :;t施機関は，伽|人情報の収集に当たっては，側人情報を取り扱う事務の目的達成

に必裂な最小限のiiiiiJI|(以下「収集目的の総IHIJという。)で適正に行わなければならな

。、
B
V
 

(収集の制限)

第 7条 尖施機関は，収、jJ.、， 1~~\' 条，宗教に fc\!，jする倒人情搬及び社会的差別の原閃となるお

それがある似人情、ihlを収集しではならない。ただし，次の各号のいずれかに該当すると

きは，このi絞りでない。
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(l) ìlく令又は条例(以ド「法令 ~:1;Jという。)に定めがあるとき。

(2) 災施機関が，議:議会(情報公開条例第 17条第 1，q~ に規定するう宇|両市 Wi 級公開及び

伽i人情報保談議iifii会をいう。以下向じ。)の怠見をJUs¥v、て側人情報の11)(j致事務の目的

を逮)jJとするために必要があると認めるとき。

(直接収集)

第 8条 '!R:JJ刷機関は，倒人情報を収集しようとするときは，業務の内容，収集目的等をJ9J

らかにして似人情報の当該側人(以ド「本人j という。)から底抜収集しなければならな

し、。

2 古Iftffiの規定にかかわらず，災縮機限jは，次の各号のし、ずれかに絞1与するときは本人以

外の者から伽!人情織を収集することができる。

(l)本人の間話、があるとき O

(2) 法令て?に定めがあるとき。

(3) 報道， I:U I彼等により公にされているとき。

(4) 争訟，選考，指導，十11談その他の事務を処即する場合であって，本人から収集した

のでは当該事務の適正な遂行に支隊が![じると総められるとき。

(5) 所在不明，心事l'喪gとその他の朗自により本人から収集することができないとき。

(6) 人の生命，身体， l!;J践を保滋寸るため，虫理念かつやむをt，zi}.ないと認められるとき。

(7) ml;f!iしくは他の地方公共凶体(以下 rIIj等Jという。)又は他の尖施機関から収集す

る場合において，当該似人情報を収集寸ることに相当の朗自があり，かつ，本人の

f~ 平:1]利主主を不当に告するおそれがないと fd、められるとき。

(8) (JÎj各号に拠げるもののほか，実施機関が，者議会の~@:JFLをlIT3¥いて，公論:Hコ必袋そ

の的特121の耳[!illがあると認めるとき o

3 ;;応施機関は，前iょ12F;6汚から賀}8 '}0-までに抱げる場合に該当するものとして本人以外

の者から倣|人情報を収wしたときは，本人への過去11その他逃i切なれlittを講じなければな

らない。ただし，審議会の怠見を撚いて特に必裂がないと認めるときは，このi絞りでな

し、。

4 ド諸行為その他これにXleiする行為によって，実施機関が個人情報を収書こしたときは，

本人から陸後収集したものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第 9条 c!ミj血機関は， 1~占!人情報の収集目的のf<<~1)[[をjl1iえた手IJFlJ(以 1'-r目的外利用Jとい

う。).x I土当核実j危機関以外のものへの提供(以ード「外部提供j という。)を行つてはな

らなし、。

2 jた焔機関 l土 lì臼ムßIの規定にかかわらず，次の各号のし、ずれかに 11真 ~lí する場合において
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は， 1:1 (1内外手I)HUZは外t¥-[S提供を1jうことができる。

(1)本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 報道， 11¥版等により公にされているとき。

(4) 人の生命，身体，財.i?Eを保護するため，緊急かつやむを符ないと認められるとき。

(5) I司会実施機関内で利加する場合又は凶等殺しくは他の災施機関に提供する場合で

あって，手1)JIjするもの又は挺供を受けるものの所掌する事務の遂行に必要な限度で使

用し，かっ，立iii7Z保有似人的械を使刑することに相当の盟!主|があると認められるとき。

(6) 前各号、に掲げるもののほか，災施機関が，審議会の iむ見を J~~( いて，公主主 f:の必要そ

の{血相当の注!I加があると認めるとき。

(提供先に対する婿霞要求)

第 10条 実施機iY:)は，当該実施機関以外のものに保有倒人情報を提供する場合において，

必要があると認めるときは，提供を愛けるものに対し，当該保イ~.ilm!人nlj械の使周目的若

しくは使用)ii去の山Jr)jifを付し，又はそのi直iiEな取扱いについて必要な十日間企を講じること

を求めなければならない。

(電子計算組織の結合の制限)

第 11条 実泌機関l土， T4子百|算組織を利YIJして倒人情報を処辺!するときは， ;t;; )j主機関以

外の泡子百I-B;L総織と通俗[日|線によるおl;合をしてはならない。ただし，次の各号のいずれ

かに;真当するときは，この限りでない。

([)法令等に定めがあるとき。

(2) 尖J/i!Î t幾 I~J が議議会のな!fò を i総いて公議土特に必要があると認めるとき。

2 ;，足}jfji機関は，再Iρlflただし設のmiEにより， ~~H 入信号械の処J1Hを実施機関以外の'也子 iìl 算

組織と通信|副総により結合し行うときは，不正アクセスを防止するための{以後対策，緊

急時における結合停止符の保護対策その他伽i人情報の保"並立、i策を講じなければならな

。、
B
V
 

(適正管理)

第 12条 実施機関は， ~;'H 人情報の保護を Isl るため側人情限保護管理!資任者を定めるとと

もに，倒人情報の述i[Eな維持管耳目のため，次の各号に倒げる十lii斤を講じなければならな

し、。

(1) il;lil人情報のiEil前悦及び最新性を倣保すること。

(2) 伽|人情報の改ざん，滅失，き鎖その他の事故を|約 Ilすること。

(3) 鮎l人情報の漏えいを防止すること。

2 Jミj血機関は，側人情報が不安となった場合は，当該ilm人i情報を速ベ〉かに消去し，又は
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当該Ilim人情報に係る公;文煮を燦楽しなければならない。

(委託に伴う措置)

第 13条 ~腕機関は，保手i 個人情械の処r1Hに関する業務を外 -vr15 ，こ委託するときは，他|人

情報の保護を|羽るため，保有個人情報のi並[l[な符耳Hについて必要なN'i躍を講じなければ

ならない。

(受託者の責務)

第 14条 災総機|具lから保有個人情報の処耳11に隠する業務の委託を受けた者は，当該受託

業務の範 [)J[ で保千干伽l 人情報の適正な維持管~!Jlについて実施機関と [VJ機の炭務を負うも

のとする。

2 fIIi岐に#1'iE寸る受託業務に従事している者は，その業務にI到して失1Iり得た側人情報を

他に漏らしではならない。当談受託業務が終了した後も，前j様とする。

(個人情報ファイノレの保有に関する通知)

第 15条 実)j包機関， 11附人情報ファイルを継続して保手rWらの所録する事務の目的達成

の)[Jに官もするための他人情報ファイノレの作成Xは取得及び利ICfN管埋をいい，似|人情報の

処理の全部Xf士一部を他に委託してする場合を合む。以ド|日1じ。)しようとするときは，

あらかじめ次の各汚令にぬげる事頃を市長に通知しなければならない。これらの事項を変

更しようとするときも，同線と寸る。

(J)側人情報ファイノレの名称

(2) 側人情報ファイノレの平Ij}日目的

(3) 個人情報ファイノレへの記録項目

(4) 個人情報ファイルを保有する実施機関名及び組織1'，

(5) その他規則lで定める事項

2 'J.i:)j証機撲は，俗人情報ファイノレの保有をやめたときは，市長に対しその旨を通知しな

ければなら必い 0

3 市長は，前 2攻の通知を受けたときは，規民I[で定めるところにより 25i淡泊)JIを受けた

事項を得議会に報告ーしなければならない。

4 ili長は，災)j包機関が保有している伽|人情報ファイルについて，規則で定めるところに

よリ一般の閲覧lこ供さなければならなしL

5 白内各阜lの規定は， E昆)Im機関の品官民又はJ[部員であったおの人司.¥:，給与，術利厚生等に係

る側人情報ファイルについては適別しない。

穿33寧開示請求等

(開示請求)

第 16条 何人も，この条例の定めるところにより，実脳機関に対して， lel iこL情械の開ノ]ミ
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をm1r>/tすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代耳目人は，本人に代わってI'iijl'J'fに規定する開示請求

をすることができる。

(開示しないことができる自己情報)

第 17条 実焔機関は，開示紡求lこ係る自己情報が次の各珍のし、ずれかに該当する場合は，

主iliI'<1'1日打年慨を開オミしないことができる。

(1) 法令等の#¥1.定により，開示することができないとされているとき。

(2) 何人の評価，選考，診断，判定，指導，相談， -IH;J，i~等に|刻するものであって，開示

することにより当該個人の ii刊闘争pXは将来の側人の評{llIi等iこ文|憶を生じるおそれが

あるとき。

(3) 開示議求者以外のもの(以下「第 者j という o )に関寸る情報が含まれている自己

情報であって，時告示することにより，当該第二者一の権手Ij利益を'汗するおそれがあると

総められるとき。

(4) ilî と矧 ~~lj; との|尚における協議，協力，依頼等により作成し，又は取得した情報であ

って，開示することにより[:)ij等との協力関係又は{Hi$W rM;J係が fl~l なわれると認められる

とき。

(5) 開示することにより，人の生命，身体，財政又は社会的な地{立の保護，犯罪の予防，

犯lfl¥のt史資その他の公共のE友全と秩序の維持に支持Eが生ずるおそれがあるとき。

(6) ilj又は[El等の機関がずlう事務Xf土事業に関する情報であって，開示することにより，

公iE:な行政JA'{lf;をi正Li&-rするおそれがあるとき。

(7)その他開示することにより，公務の執行の妨げになると認められる場合で，市長が

2時議会の意見を松山、てJJIJに定めるものに該当するとき。

(部分開示)

第 18条 JfJi包機関は， [)H示請求lこ係る |ιIc'情報に，前条各号のし、ずれかに該当する長l己

↑ir，' 'ï~ (以下「不Hl折、情報Jという。)の部分とそれ以外の自己情械の部分がある場合にお

いて，当該不開ノト情報に係る官[5分を符易にほ分して除くことができるときは，当該不信rl

耳、部分を除いて m~jj~ しなければならない。ただし， 1l i該不開示音15分を除いた部分に千仁志

の情報が記録されていなし、と認められるときは，この!絞りでない。

2 実施機関は， IJfl ボ消求に係る保有側人情報に不開示事項が記録されている場合であっ

ても， WlfMJの経過により不開示情報に該当しなくなったときは，当該保有{閑人情報を倒

ォ;しなけjドl，fまならなし、。

(自己情報の存否に関する情報)

第 19条 [)fJノメ総求に点、lし， lel己情報が存u:しているか否かを符えるだけで，不開示情報
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を開示することとなるときは，実施機関は， I~I 己fí'I、阪の布石を明らかにしないで，当該

閉じおJ占求をm在~iす→ることができる。

(自己情報の訂正，削除及び中止の請求)

第 20条 例人も，%焔機関が保有する自己情半世について，事尖に誤りがあると認めると

き，又は不完全であると認めるときは，災施機関に対し当該自己情報の全部又は MIの

iiT jEを請求寸ることができる。

2 何人も，災j血機関が収集目的の範間合Mlえて， XI立第 8条第 Pl'I及び5f}2 ~支の規定に

違反して自己情報の収集をしていると認めるときは， ~}!ili機関に九l し，当該 I当日十内線の

1'::部又は-l'irlの削除を請求することができる。

:3 M人も ，~)j証機関が 11}9 条の規定に議反して佐|己情報の 1'1 1'1'.1外手IjJfl又は外1f11tた1!tを行

っていると認めるとき，又は行うおそれがあると認めるときは， ~!J íl虫 ~)jも機関にお|して，

その，+，11:を請求することができる。

4 rifi :3岐に#Uじする錆求(以f"r HT j[等の請求j という。)については，賀j1 6条第 2現

の規定を可"}f]する。

(開示請求等の手続)

第 21条 開示紡求又は，rrjl 等の請求(以下「開示訪 ;;K~Î宇 j という o )をしようとするおーは，

災施機関lこ対して，次にぬげる事項を記載した請求者を拠出しなければならなし、。

(l)!i古求!玄分

(2) 氏名及び住所

(:3 )開 fi~ ~-t~i 求等に係る長1 i三情報の内符

(11) その他規tlIJで定める事項

2 IWI7品約五位等をしようとする者は，当該開示識求等に係る自己情報の本人又はその法定

代足H人であることを縦認するために必要な書類で規則で定めるものを提示し，又は提出

しなけれしばならない。

3 訂正等の訪求をしようとする芋「は，災J血機関に対して当該訂正等の請求に係る事実を

iliEllfJする書類等を提示し， XI土挺tl¥しなければならない。

4 実施機関は，開示請求等があったときは，遅滞なく務査を開始しなければならない。

この場合において，請求書の記載事項，添付書類等に不備があるときその他形式 Iの嬰

件に迎合しないときは，開示請求等をした宥(以f^r til!f求書f-Jという。)に丸jし，相当の

JUJ rI¥Jを定めて開示紡求等の補正を求めなければならない。

(訂正等の議求による停止)

第 22条 災施機I3(JI土，訂正符の総求があったときは，次条の規定'による決定を行うまで

の防J，当該訂正当字の;15求にイ系る 1:1己情報の手IjJlJ51...は提供をf!iI1するものとする。ただし，
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停 ltによって災総機関の正当なfJ政執行に支隊を生じる場合は，この限りでない。

(開示請求等に対する決定及び通知)

第 23条 実施機関は，開示品11求があったときは，その紡}tとを受則した日から起算して l

5 EI以内に当該開示諸王位に係る自己情報の全世11:1'，'しくは命的を開7Jミする厨の決定(以 F

「訪日ポの決定Jという o )又は全自rsを開示しない旨の決定を，訂正等の諮求があったと

きは，その請求を受耳目した 1'1 から起 t~ して 30 日以外lに当該'fiTJ:E~!pの請求を総める旨;又

は当該誌Til符の請求の全部析しくは 郎を桁訂する旨の決定をしなければならない。た

だし，fff~21 条賞} 4 J笈後段の対ULにより fililJを求めた場合にあっては， ~fì;主婦ìlEに裂し

た日数は，当該1VJl'lflに算入しない。

2 実施機関は，前Jy!の決定を行ったときは，その慣を諜聞により;請求者に通知lしなけれ

ばならない。この場合において，開示請求に対し，自己情報の全自rs又は…自rsを開示しな

い授の決定をしたとき，及ひ~Wf :iE 1;庁、の訪求の全部又は ;~:g を航任する関の決定をしたと

きは，その耳Hrllを併せて通知lしなければならない。

il た胞機|羽は，開示しないことそt決定した保有例人情報が， JVJ聞の絞過により第 17条

各号に +~Jげる保有価i人情報に該当しなくなることが明らかであるときは，その I時期l をがi

i良の通知市、に記11在するものとする o

4 第 1rJ'iの規定にかかわらず，実施機関は，事務処朗 kの困難その他正出なJ1[!11Iがある

ときは，開示日古求等を受理した FIから起算して開示論求については 4511を，訂正等の

請求については 60 11を限度として，その期 1'11'1を延長することができる。この場合にお

いて実施機i主H土， iA求者に点、「し控椛?なく延長後の期間1及び延長の即位iを告:'miにより

通知!しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第 24条 実施機111:1は，開示詳;求に係る 1'1C情械に第二者に関する情報が記録されている

ときは，当iI亥第三者の，，ii:見をIfrA(くことができる。

2 実施機関は iiij墳の規定により第二会者が当該長|己情報の開示に反対の意思を表不した

場合において，当該 1'1己防、阪を開示寸るときは，開示の決定と開示を実施する期日との

聞に当該第三者が不服申し立ての手続を講じるに足りる相当のJVJFIJJを線保するととも

に，開示の決定後日立ちに，当該第三者に刻し，メ;尚iで所定の事項を通知寸るものとする。

(隣示等の実施)

第 25条 災施機関は，開示の決定をしたときは，速やかに，開不請求者に対し，当該長|

己情報を開示しなければならない。

2 ')01血機関は，第 2:1条第 1頃の規定により，自己情報のiiTIE，削除又は目的外利)TJq~ 

の'1'化告と寸ることを決定したときは，速やかに，当該自己情報を訂正し，削除し， Xl土，
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目的外手IjIIJ ~lf，をゆ比しなければならない。この場合において，実施機関は，その段を請

求者及び当該自己情報の目的外手IJJFJ等をしている者に止すし，通知しなければならない。

(費用負胞)

第 26条 この条例の規定に基っく保有似人情報の開示，訂正，目IJ存在，又は中止に姿する

手数料は， 1!¥( *;1とする。

2 この条例の規定に基づき保守守側人情報の開示を行う拶J合で，写しの作成及び送付に嬰

する費用は，当該開示総求をした者の負Hlとする。

(苦情の処理)

第 26条の 2 ~!臨機関は，当該実施機関が行う倒人情報の Ux被いに r~J して日『附の E11tLl が

あったときは，適切かっ迅速に処理するよう努めなければならない。

2 m長は，側人情報のllx扱いにIM'Jし事業主h)-と本人との附に生じた苛情が適切かっ迅速に

処jlj!されるよう努めなければならない。

第 4主主 附属機関

(審査会への諸問)

第 27条 この条例による実施機関の処分又はその不作為について不1えがある者は，行政

不fIIK'a手主f.i:bミ(118和 :37年法律第 160汚)による不IIE1111なてをすることができる。

2 ~}!Iil機関はí'líJ項の不服申立てがあった場合は，当該不服申立てが不適法であること

を淑此iに却下するときを除き，速やかに情械公開条例第 16条にi比定する怨|向f!i情報公

開及び伽|人情報保滋議盗会に当fi五不11民巾立てについて諮問1し，決定その他の十日慨を総じ

なりればならない。

(審議会)

第 28条 審議会は，この条例によりその権限に胤せられた事項を行うとともに，側人情

報保h島市JI支のilli't~; に関するすl 嬰事項について平野議及び建議を行うものとする O

第 5章 事業者が保有する飼人情報の保護

(事業者への調査，指導等)

第 29条 市長は，事業者が側人情報を不適正に取り扱っている疑し、があると認めるとき

は，当該事業者に主lし，事;iさを抑'tUt君、するために必要な限度において JNS~ 明又は資料の提出

を求めることができる。

2 市長は，事業者が似人情報を著しく不適iEに[1)(り抜っていると秘めるときは，当日主主JI:

業者に虫、jして，その取倣いを是正するよう勧告することができる。

3 m 長は，事業者が第 1J去に滅工Eする協力安請を+1;んだとき，又は自ii項に規定する勧告

にf追わないときは， :JIf議会の底、見を聴いてその事実を公表することができる。

(出資法人の責務)
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第 30条 rtiが!JJ資している法人でよ似IIJで定めるものは，側人情報の保護に県!し，災焔機

関に叩1，じた撚波を講じるよう努めなければならない。

(指定管浬者の特例)

第 30条の 2 指iJ:it，;理事j-(地方 I~I i合法第 244条の 22J731兵に規定する指定管段者をい

う。)がi司法第 24 4条第 1rl'Hこi比定する公の)i菌設の管)'i!!を行う場合は，側人情報の保

識に 1)[1 し，~施機限に 11~ じた十日慨を講じるよう努めなければならない。

(国等への要請等)

第 31条 i[T 長l土，倒人情報の保護を|立lるために必要があると figめるときは， 1翠等に対し，

適切な十M:t改を講じるよう要請し，又は悶等からの要誌に応じるものと寸る。

第 6主主 雑則

(他の制度との調整)

第 32条 保有価|人情報の閲覧， 77しの交付 J tiT :iE ;t"Vしくは削除又は利刑務しくは外部提

供の中止についての手続きが;JIJ~こ定められている場合は，その定めるところによるもの

とする。

(r打長の調整)

第 33条 市長は，この条例による側人情報保護制度の運営に関し，市長以外の実施機関

に主jし報告を求めるとともに，助言をすることができる。

(運営状況の公表)

第 34条 市長は， rJU[1Jで定めるところにより，この条例による似人情報保護HlIJ[支のJlli常

状況について公表しなければならない。

(委任)

第 35条 この条例に7Eめるもののほか，この条例の純行に関し必姿な事項は， ~似[11 で定

める。

第 7章罰則

(罰則)

第 36条 災施機関のl隊員若しくはl隊員であったXは第 14条の'叉託業務に従事してい

る者は従事していた者が，正当な]型!EIがないのに，個人の秘絡に属する c(jl:吸が記録され

た第 2 条首~ 5号アに係る伽|人情、wファイノレ(その32m)又l士 官11を複製し，又は加工したも

のを合む。)を提供したときは 2年以!との懲役又は lOOH円以下の罰金に処する。

第 37条 l'!Ij条に規定する者が，その業務に限lして知り得た保存伽l人情報を， 1'1己殺しく

は fff~ 3者の不正な利益を|弱る Icl1'1'.)で佐官bし，又は盗月lしたときは 1"1三以|、の 1~1:生又は

5 073今円以 Fの宮司令に処する。

第 38条 :%)1血機関の職員がその機織を灘)11して，専らその職務の川以外の別に供する 1'1
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i'1'!で個人の彪絡に属する事項が記録された文書，鈎nniJ<. f土泡磁 I~内記録を収集したときは，

1年以 Fの懲役又は 50万円以ドの罰金に処する。

第 39条 偽りその他不況の手段により，開示決定に基づく保守守伽|人情報の開示を受けた

主fは 5万IIJ以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は，平成 1:1 年 lOJJl11 から施れする。ただし，附民Ij穿~ 2 J11の第 2条第 1

号の改正規定は，平成 L~3';;ド 4)J 1日から施行する。

(笠州市消、彼公開条例の 部改正)

2 笠111;Jm情報公係条例(平成 10 '1笠|洲市条例第 13均)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成 16年 3月 12日条例第 5号)

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第 7't~ の規Æについては，公布の日から

3月を経過した日から施行する。

附貝Ij(平成 16年 3月 24日条例第 17号)抄

(腕行期日)

1 この条例は，公布の日から施行する。
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笠岡市犯罪被害者等支援条例

(目的)

平成 24年 3rJ 2 8日

条例第 13号

第 1条 この条例は，犯~p被'J才f'qif;の支援に関し，基本jl[!念:を定め，並びにrI1の支務及び

市民，事業宥s1I!.びに氏IiIJ支援l司体(以 F'r市民等Jという。)の役割lを明らかにするとと

もに，犯罪被答者等の支援の法本;となる事項を絞めることにより，犯罪被答者等の;支媛

を総合的かつ言|閥的に抑進し，もって犯罪被答者等の権利利主主の保護を除iることを ['II'i']

とす司る。

(定義)

第 2条 この条例において，次の各号に掲げる)刊新のJt主主は，当該各号に定めるところに

よる。

([)犯罪符 犯罪(JflJ法(明治 40年法律第 45j})第 37条第 1rJ'j本文，第，39 条 M~ 1 

1良又 l土$f~ 4 1条の規定により苦iJせられない行為を含むものとし li司法第 35条又は第

36条第 1項の規定により刻せられない行為及び過失による行為を除く o )及びこれ

に首Lずる心身に千l 努な影;~~~を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被得者等 犯罪匂ずにより被容を受けた者及びその家族又I立法!みをいう。

(3)市民 ili内にE11fIAし， XI士市内で倒jき，学び，若しくは活動する{閑人， i1;、人，その

他のほ!体をいう。

(4)民間支援|母体 犯lilq皮答者等の支援を行うことを目的とする民間の股|体をいう。

(5) 関係機関等 保"卒然その他関係行政機関をいう。

(基本理念)

第 3条 全て犯罪被得者491土，併|人の!~~:h戒が;'1'(んぜられ，その時厳にふさわしい処遇を保

附される権利を有する。

2 犯罪3被'J7者等の支援は，被答の状況， pa広|及び犯罪被答者等がf泣かれている状況その

他の事情に応じて適切に講じられるものとする。

3 犯罪被得者等の支:援は，犯罪被27者等が，被容を受けたときから|り‘びード23なそtlliーを'{jf;

むことができるようになるまでの附，必裂な支援を途切れることなく安けることができ

るよう，講じられるものとする。

(市の寅務)

第 4条 ili i土Jiii条に規定する法本耳l'念(以ド「主主本玉虫念Jという。)に基づき，犯罪被窓

者等の支援に関し， [主|及び燃との適切な役iHリ分十1'1を踏まえて，施策を総合的かつ青|刷I(内
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tこ策定し，及び実施する J!{1先を千了する。

(市民等の役割)

第 5条 I十i[(句、は，ぷ本f!i!念に J，~づき，犯非被答者母j; の名子十又 l土足U~-の irZt~ を??すること

のないよう卜分配慮するとともに，r!i及び関係機関空宇が行う犯罪被害者等の文俊に協力

するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第 6条 市は，関係機関等とiili燃して，犯罪被得者一等がt]治生活又は社会!tlifrを円滑に常

むことができるように寸るため，犯3ド被得者等がileC[Wしている各般の|問題について相談

に応じ，必要な情報の挺{jh及びD)J言を行い，犯罪被安者等の俊助に精通している者を*s

介する~必 !}k( な施策を講ずるものとする。

(保健医療・福祉サーピスの提供)

第 7条 m は， 1)11係機関等と連携して，犯罪被i1;:~'等が心耳IU内外傷その他犯罪符により心

身に受けた彩警警から IEJ復できるようにするため，その心身の状況等に応じた適切な保健

医療サービス及び知;tLi:-ljービスが提供されるよう必製な施策を:W!:寸、るものとする。

(安全の確保)

第 8条 rli i土， 1-\1:J係機関等と連携して，犯~W被得者等が更なる犯罪等による被筏を受ける

ことを防止し，その安全をfrYlt1!止するため，→lI.'dJtl綾，施設への入所による保緩，日jj犯に

係る指導及び犯罪被得者等lこ係る似人情報の適切な取扱いの!府保等必要な焔策を講ず

るものとする。

(住居の安定)

第 9条 市は，関係機関等と iili燃して，犯罪E等により従前の住民 lこ応住することが倒;i!itと

なった犯罪被謀者等のX¥}仇のま:J.Eをl刻り，又は犯罪被告者等が更なる犯非等lこより被努

を受けることを防 11ーするため，犯;)1¥被読者等に対する一11'1'r内な利JTIのためのtlkllの提供

等必要な}j包策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第 10条 市は，関係機IViJWと連携して，犯罪被審者等の厳刑の安定をl立iるため，犯罪被

25'害í' 1.1r~が btlかれている状況について事業主のf!i!Wfを深めるために必嬰な施策を講ずるも

のとする。

(市民等の理解の地進)

第 11条 ili は，関係機関等と連機して，社会全体として犯罪被?と「ヲ~f等の支援が引f;ji[ーされ

るよう，教育活動， J.ム綴Iti!fVJ，~別EI目iJi)J ~止を通じて，犯界被者~~;が j就かれている状況，

犯罪被祭者争;、の名訴Y.i土生活の、1/-安への配慮の It(~:'f~上等について， ilT 1'(等の1)1:1心及び底l

flJ!(，を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
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(人材の育成)

第 12条 rli は，関係機関等と iili+j~) して，犯界被害者等の支援の充実を l羽るため，杵1 i淡，

助言，日 ~(tf; ~t: rifiの支媛その他の犯罪被答者等の支援をt[1う人材を育成寸るための矧修等

必!Tiな施策を講ずるものとする。

(民間の団体に対する支援)

第 13条 市は，民間L支援 litl 体その他の犯lIì~被害者宅?の支援活動に関係寸る団体が，適切

かっ効果的に犯;Jfl被読者等の支援を搬送p することができるよう，情、械の挺供又は助言等

必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第 14条 この条例に定めるもののほか，この条例の焔れに関し必姿な事項は，市長が日Ij

に定める。

附貝Ij

この条例はド!戎 24咋 4月 111から施行す4 る。
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